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１．総論 

1.1.本事例集の目的 
 国土交通省では、急速な少子高齢化社会の進展に向けて、高齢者や障がい者をはじめ、

誰もが必要に応じ、移動に関する情報を入手し、積極的に活動できる環境の構築をソフト

施策の面からも推進することを目的に、高齢者や障がい者等に対する ICT（Information 
Communication Technology：情報通信技術）等を活用した歩行者移動支援サービスの普

及・展開に向けた環境整備を行っている。 
具体には、全国的課題の解決に資するものや多くの地域に共通する課題に対応するため、

ICT を活用し、あらゆる歩行者が移動に関する情報を入手できる環境を、まちづくりの中

に構築することを目指した「モビリティサポートモデル事業」や、段差の有無、幅員やス

ロープ等のバリア情報を含む「歩行空間ネットワークデータ」の整備を行っている。今後

は、これらの事業成果等を広く公開することとしている。 
 本事例集では、これまで実施した自律移動支援プロジェクトやモビリティサポートモデ

ル事業をはじめとした歩行者移動支援施策に関する成果を全国的に水平展開することによ

り、ICT 等を活用した歩行者移動支援サービスの普及・展開の促進を図ることを目的とし

ている。 
 
1.2.適用 
本事例集は、地域の課題に対応するため、ICT を活用した歩行者の移動支援を実施しよ

うとする地方公共団体や協議会等が、システム導入時に必要となるノウハウを得、参考に

活用されることを期待して作成したものである。 
また、本事例集では、これまで国土交通省が取り組んだ歩行者の移動支援において策定

された、以下の仕様(案)を適用する。 
・自律移動支援システムに関する技術仕様(案) 平成 21 年 5 月 
・歩行空間ネットワークデータ整備仕様案 平成 22 年 9 月 

 
1.3.歩行者移動支援サービスの特徴 
 GPS 付携帯電話の普及やインターネットの拡大は、GoogleMaps などに代表される地図

情報や経路案内サービスを一般利用者に身近なものとした。現在、インターネットの地図

サービスは企業が提供するサービスや個人のブログまで多様な用途に利用されている。 
 ICT を活用した歩行者の移動支援は、これらの技術要素と共通した部分はあるが、高齢

者や障がい者などの移動制約者への支援を対象にしていることから、より高度かつきめ細

かいサービスが必要となる。 
歩行者の移動支援では、地域の詳細なバリア情報やバリアフリー情報など、様々な移動

制約者にとって必要な情報を扱う。これらは、一般のインターネットサービスでは得られ
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ない情報が多く、地域で作成する歩行空間ネットワークデータや施設データが必要になる。 
また、高齢者や障がい者等の移動制約者を対象とする情報提供サービスは公的な性格が

あり、商業ベースのインターネットサービスにはなじみにくく、サービスの運営には地方

公共団体や協議会らの地域と一体となった活動が重要になる。 
利用技術の面では、歩行者の位置情報の把握には、一般に普及した GPS を用いるだけで

は不十分である。例えば、GPS が利用できない屋内空間やビル陰などでは位置の特定が行

えないし、歩行者の位置を特定には、歩道にいるのか車道にいるのかなど詳細な精度の位

置情報が必要である。そのため、歩行者の移動支援を行う際には、GPS だけでなく、本事

例集で紹介する様々な位置特定技術との組み合わせが必要である。また、歩行者移動支援

システムでは、歩行者が「場所」に近づくことで、歩行者の持つ端末へ自動的に必要な情

報が届く「Push 型」のシステムを推奨するが、電波マーカなどの位置特定技術の利用が有

効である。さらに障がい者の属性によっては、音声や振動等を用いた情報提供手段も必要

になる場合がある。 
このように、歩行者移動支援サービスは、一般的に利用されているインターネットサー

ビスや GPS 技術のみならず、複数の位置特定技術や、歩行空間ネットワークデータなどを

活用しながら、地域と協力する運営が重要である面において特徴がある。 
  
本システムを用いた統一的な基盤が整備されることにより、バリアフリーのみならず、

観光や災害時の避難誘導等、様々な用途への適用が可能であり、最終的には誰もが必要に

応じ移動に関する情報を入手し、積極的に活動できるユニバーサル社会の実現に寄与する

ものである。 
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２．歩行者移動支援システム 

2.1.歩行者移動支援システムの概要 
（１）歩行者移動支援システムの取り組みの背景と目的 

我が国は、急速な高齢化と少子化の進行による人口減少局面に入っており、今後、一層

少子高齢化が進行し、かつて経験したことのない人口減少社会を迎える。 

少子高齢化に伴う、我が国の労働力不足、経済社会の持続的発展への影響が懸念される

中、豊かで活力のある社会を築き、維持・発展していくためには、身体的状況や年齢、言

語等に関わらず、自らの意志で社会のあらゆる活動に参加でき、すべての人が持てる力を

発揮して、支え合う「ユニバーサル社会」を構築していかなければならない。また、その

ためには、すべての人が安心して円滑に移動できる環境の整備が必要不可欠である。 

このような状況の中、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の

促進に関する法律（ハートビル法）」、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」が制定され、特定建築物や

公共交通機関、駅などの旅客施設周辺の道路等におけるハード面でのバリアフリー化が進

められてきた。平成１８年には、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が制定され、

一体的・総合的なバリアフリー施策が推進されている。 

ハード面のバリアフリー化は、段階を経て順次整備されていくものである。高齢者、障

がい者を含む、すべての人が安心して円滑に移動できる環境を実現するためには、ハード

面の整備だけでなく、すべての人の移動を支援するための情報提供などソフト面での対策

の充実が極めて重要である。 

歩行者移動支援システムは、「ユニバーサル社会」の実現に向けた取組の一環として、

身体的状況、年齢、言語等を問わず、「いつでも、どこでも、だれでも」社会参加や就労

などに当たって必要となる「移動経路」、「交通手段」、「目的地」などの情報を入手す

ることができる環境を構築することを目的としたものである。 
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（２）現在までの取り組み経緯 

１）自律移動支援プロジェクト（平成16～20年度） 

国土交通省では、身体的状況、年齢、言語等を問わず、「いつでも、どこでも、だれで

も」移動等に関する情報を入手することができる環境の構築を目指し、平成１６年度から

自律移動支援プロジェクトが進められている。本プロジェクトでは、ユビキタス技術を活

用した自律移動支援システムの実現を目指し、これまで、様々な環境下での実証実験や、

技術面・制度面での検討を行いながら、歩行者移動支援システムに関する総合的な検証が

行われた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 自律移動支援プロジェクトイメージ 

 

平成１７年度には、全国４地区で一般モニターを対象に実証実験を実施し、身体的状況

等に応じた情報提供方法・提供項目やシステムの稼働性等を検証し、これら検証結果を踏

まえて、技術仕様書（案）、サービス定義（案）を作成している。 

平成１８年度には、技術仕様書（案）等に基づく試験的運用を推進し、意欲のある地方

公共団体と連携して全国８地区で実証実験を実施した。多様な環境下において、様々な特

性を有する利用者を対象に実証実験を積み重ね、技術仕様書（案）を改訂している。 
平成１９年度には、定常的なサービスの提供に向けて、段階的なサービス実現の考え方

を整理した上で、サービスの概要、情報提供の対象と内容、タイミング、手法等を定めた

「サービス内容案」を作成した。 

さらに、技術的要件や発注仕様としての妥当性等の観点から「位置特定インフラ機器仕
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様（案）」が改訂されるとともに、歩行経路のバリア情報の作成・交換を円滑に行うため

に「歩行空間ネットワークデータ作成要領（案）」を策定している。また、これら検討に

必要となるデータを取得するため、全国８地区で実証実験を実施した。 

平成２０年度には、平成２１年度以降の定常的なサービス提供を目指して、民間企業等

を公募し、官と民がそれぞれの役割を分担した下での実証実験を全国５地区で実施した。

位置特定インフラ等を実験実施主体が整備し、公募により選定された民間企業等が自律移

動支援プロジェクトにおいて実現を目指すサービスを提供するという役割分担の下、実験

実施主体と参加民間企業が協力し、サービス／システム、インフラ等の仕様、事業性・継

続性の観点から総合的な検証が行われた。 
 

表１ 自律移動支援プロジェクト実証実験の概要 

  平成 16 年度～平成 18 年度 平成 19 年度～平成 20 年度 

概要 システムに用いる機器の技術検証 システム運用やサービス提供の検討 

主な実施テーマ 

・歩道等サービスを提供する環境下に

おけるシステムの稼働性や位置特

定インフラの利用特性の確認 

・意欲ある地方公共団体との連携によ

り試験的運用を推進 

・平成 21 年度以降の定常的なサービス提

供に向けた、提供可能なサービスの見

直し、官民の役割分担等を検討 

実験内容等 

・民間提案の位置特定インフラの性能

検証 

・利用者属性に応じた情報提供方法、

項目の検証 

・システムの稼動性等検証 

・観光・商業案内への活用を展開 

・利用者属性に応じた情報提供方法、 

項目の検証 

・歩行空間ネットワークデータの活用 

検討 

・地下から地上までのシームレスな移動

案内の検証 

提供サービス 

・現在地案内 

・施設情報提供 

・移動案内 

・観光情報提供 

・現在地案内 

・施設情報提供 

・移動案内 

・観光情報提供 

・経路探索 

・緊急情報提供  

位置特定技術 
IC タグ、電波マーカ、赤外線マーカ、

QR タグの 4種類 

IC タグ、電波マーカ、赤外線マーカ、QR

タグ、IMES の 5 種類 

携帯端末 
・ユビキタス・コミュニケーター 

・カメラ付き携帯電話 

・ユビキタス・コミュニケーター 

・カメラ付き携帯電話 

・電波マーカ読取機能付携帯電話 
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２）モビリティサポートモデル事業（平成 21～22 年度） 

平成２１年度より、「自律移動支援プロジェクト」の成果を活かし、ICT を活用した歩

行者移動支援システムの普及を図ることを目的に「モビリティサポートモデル事業」が

実施された。 
モビリティサポートモデル事業は、全国的課題の解決に資するもの、あるいは多くの

地域に共通する課題への解決に資するものについて、地方公共団体等に対して支援し、

成果を全国的に水平展開することにより、ICT 等を活用した移動制約者に対する歩行者

移動支援サービスの普及・展開を促進することとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ モビリティサポートモデル事業のイメージと実施箇所 

成果を全国に水平展開

身体能力に応じた
最適ルートの提示

ユビキタス技術等を活用し、高齢者、障がい者を
はじめ誰もが移動に関する情報を入手し、

快適・安心かつ安全に移動出来る環境の構築

施設・ショッピング情報等を
音声や振動で案内

急な振り替え輸送の
情報等を振動や文字で

情報提供

成果を全国に水平展開

身体能力に応じた
最適ルートの提示

ユビキタス技術等を活用し、高齢者、障がい者を
はじめ誰もが移動に関する情報を入手し、

快適・安心かつ安全に移動出来る環境の構築

ユビキタス技術等を活用し、高齢者、障がい者を
はじめ誰もが移動に関する情報を入手し、

快適・安心かつ安全に移動出来る環境の構築

施設・ショッピング情報等を
音声や振動で案内

急な振り替え輸送の
情報等を振動や文字で

情報提供

福岡県
福岡市

兵庫県
篠山市

島根県
津和野町

京都府
京都市

東京都
台東区

東京都
中央区（銀座）

神奈川県
横須賀市

【参考】平成２１年度、２２年度モデル事業実施個所

H２２年度

千葉県
いすみ市

H２１年度

2ヵ年連続実施は2重枠で示す

東京都
墨田区

兵庫県
神戸市

高知県
室戸市

奈良県
橿原市
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表２ 平成 21 年度モビリティサポートモデル事業の概要 

実施地区 
情報提供の 

対象者 
概要及び特徴 

使用する位

置特定技術 

携帯情報

端末 

①いすみ 
地区 

（千葉県） 

・居住者 
・二地域居住者 
・観光客 

○バス停に貼ったQR タグを使った、携帯電話
を使った移動支援の実施 

○歩行空間のバリアフリー化が進展していない
地方部での歩行支援情報として、目的地まで
のルート案内情報に加え、ルート上のバリア
情報（歩道の有無、段差、勾配等）を提供 

・QR コード
タグ（P） 携帯電話 

②銀座地区 
（中央区） 

・観光客 
・外来者 

○魅力的な観光資源を観光客や来訪外国人に情
報配信 

○民間主体の運営に向けた検討 
○位置特定インフラの法的位置づけに係る検討

・電波マーカ
（A） 

・赤外線マー
カ（A） 

・IC タグ(P) 

専用端末

（UC） 

③墨田地区 
（墨田区） 

・観光客 

○デジタルサイネージや携帯端末システム
（PhotoChatSystem）を使った、周辺地図・
観光スポット情報の提供 

○携帯端末（PhotoChatSystemを装備）と IC
タグ（P・A）との連動性・有用性を検証 

○携帯端末（PhotoChatSystem を装備）の写
真が撮れ、メモを書き込める機能の有用性を
確認 

○携帯端末（PhotoChatSystem を装備）を携
帯できる PC であるメリットを生かした観光
情報の提供方法を検討 

○次世代モビリティ電気自動車（ULV）を利用
し、墨田区内を移動しつつ観光情報を取得す
るシステムを構築 

・IC タグ 
（A・P） 

専用端末 
 

④西神中央 
地区 

（神戸市） 

・居住者 
・外来者 

○ターミナル駅周辺における歩行者移動支援を
目的とした場所情報コードの活用とバス運行
情報等の一元化による円滑な移動情報の提供

○主要なバス停周辺の公共施設までのバス路
線・乗り場の案内 

・QR コード
タグ（P） 携帯電話 

⑤橿原地区 
（奈良県） 

・観光客 

○重要伝統的建造物群保存地区「今井町」にお
ける観光客と住民がストレスなく共存するた
めのユビキタス環境整備 

○地域住民に配慮した観光情報の提供 

・電波マーカ
（A） 

専用端末
（UC） 

⑥室戸地区 
（高知県） 

・観光客 
(主に外国人) 

・学生 

○観光資源の魅力向上・回遊性向上を目的とし
たモビリティサポートシステムの提供 

○景観・環境に配慮した情報提供 
○ジオパーク推進活動に寄与する情報提供 
○教育目的に資する情報提供 

・QR コード
タグ（P） 携帯電話 

⑦福岡天神 
地区 

（福岡県） 

・観光客 
(主に外国人) 

○国際集客文化都市を目指したモバイル端末を
活用した外国人向け歩行者移動支援サービス
の提供 

○Wi-Fi通信を使った位置特定 
○福岡を訪れる外国人へのバス移動の案内 

・無線 LAN 
(Wi-Fi)(A) 

スマート

フォン 
(iPhone) 

A：アクティブタグ P：パッシブタグ UC：ユビキタス・コミュニケーター 
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表３ 平成 22 年度モビリティサポートモデル事業の概要 

実施地区 
情報提供の 

対象者 
概要及び特徴 

使用する位

置特定技術 

携帯情報

端末 

①銀座地区 
(中央区) ・視覚障がい者 

○地下を含む商業地において、視覚障がい者が的

確に移動でき、まちを楽しむための情報提供を

実施 
○アクティブマーカーによる位置情報を活用し、

視覚障がい者の道案内及び周辺情報を提供 
○ルートを記憶することなく、視覚障がい者が一

人でも不自由なく歩ける環境構築を目指す 

・電波マーカ
（A） 

・赤外線マー
カ（A） 

・路面マーカ
（A） 

専用端末
（UC） 

②台東区 
谷中地区 
(台東区) 

・高齢者 
・観光客 

○”誰にもわかり易く、便利で楽しい、しかも安

心”な街歩きの実現 
○電子透かし技術付きＱＲコードを観光案内板、

情報版等に貼付し、携帯で読み取り 
○バリア情報、観光情報提供を実施。また、歩行

空間 NWD と併せて経路案内を実施 

・電子透かし
技術付 QR
コード（P） 

携帯電話 

③横須賀 
地区 

(神奈川県) 

・養護学校生徒 
・保護者 
・教職員 

○情報端末を利用した特別支援学校生徒の「自力

通学」を支援 
○生徒が持つアクティブ IC タグからの電波を読

取装置が受信し、登下校中の生徒の位置情報を

把握。また、保護者、教職員に通知 
○養護学校生徒の自力通学をサポートするとと

もに、保護者・教職員の負担軽減に寄与 

・電波マーカ
（A） 

携帯用 IC
タグ 
携帯電話 

④嵐山地区 
(京都市) 

・子連れ孫連れ
家族 

○安心して楽しく子連れ・孫連れ・親連れ観光が

できる街づくりを推進 
○Wi-Fi、GPS を活用して位置を検出し、周辺情

報の取得 
○バリア情報や離れた家族の位置をリアルタイ

ムで地図表示。また、歩行空間 NWD と併せて

経路案内を実施 

・無線 LAN 
(Wi-Fi)(A) 

・GPS 

スマート

フォン 
(iPhone) 

⑤篠山地区 
(兵庫県) 

・高齢者 
・身体障がい者 
・観光客 

○ユビキタス環境の整備と移動支援のためのシ

ステム構築を行い、移動制約者等へバリアフリ

ー情報を提供 
○Wi-Fi を活用し、位置情報、スポット情報を提

供。また、歩行空間 NWD と併せて経路案内を

実施 

・無線 LAN 
(Wi-Fi)(A) 

・GPS 

スマート

フォン 
(iPhone) 

⑥津和野 
地区 
(島根県) 

・高齢者 
・身体障がい者 
・外国人 
・観光客 

○高齢者や車いす利用者に対して、移動障害とな

るバリア情報（階段、坂道等）を提供 
○外国人観光客への多言語での情報提供（英、中、

韓）を行い、歩行者の安全な街歩きを支援 
○歩行空間 NWD を活用したバリアフリーマッ

プにより、経路検討を支援 

・電波マーカ
（A） 

・赤外線マー
カ（A） 

専用端末
（UC） 

⑦福岡天神
地区 
(福岡県) 

・高齢者 
・身体障がい者 
・外国人 
・観光客 

○多くの交通施設と接続する天神地下通路にお

いて、屋内空間でも高精度の位置特定を行い、

情報提供することで歩行者の移動を支援 
○Wi-Fi を用いて位置を検出し、周辺情報を取得

○歩行者空間 NWD と併せて、天神地下街の経路

案内を実施 

・無線 LAN 
(Wi-Fi)(A) 

・GPS 

スマート

フォン 
(iPhone) 

A：アクティブタグ P：パッシブタグ UC：ユビキタス・コミュニケーター 
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2.2.歩行者移動支援システムの構成要素 
歩行者移動支援システムは、「位置特定技術」「場所情報コード」「歩行空間ネットワーク

データ」「施設データ」「携帯情報端末」「アプリケーション・サービス」の 6 つの要素から

構成される。 
それぞれの構成要素の関連イメージを図３に示す。 
また、それぞれの構成要素の概要を整理すると表４のとおりである。 

 

図３ 移動支援システムの構成要素と関係 

①位置特定技術

②場所情報コード

③歩行空間
ネットワークデータ

④施設データ

⑤携帯情報端末

⑥アプリケーション・
サービス

場所情報コードを発
信し、高精度かつリ
アルタイムな位置特
定を実施 GPS 電波マーカ ICタグ 無線LAN（Wi-Fi)

論理的な場所を示す
場所情報コード

場所情報
コードDB

施設DBネットワーク
DB

場所情報の繋がりや
歩行空間上のバリア
情報の有無等を示す
データ

公共施設やトイレ等
の施設データ

場所情報コード、歩行空間ネットワークデータ、施設
データなどの情報を利用し、提供する情報を解析

（アプリケーション例）

・目的地、施設情報検索

・安全経路探索

・周辺情報提供

・目的地への誘導案内

・マップマッチング

場所情報コードを基にアプリケーション・サービスと
連携し、場所や利用者の属性に応じ、経路情報や
施設情報などさまざまな情報を表示

携帯電話等の汎用端末

場所情報コードの発信

受信

情報を問合せ

場所情報コードや個人属性
に応じたサービスを問合せ

ナビゲーションサービス等

歩行者移動支援システムの構成

Push型（アクティブ）の情報提供

(Pull 型)  
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表４ 歩行者移動支援システムの構成要素 

歩行者移動支援サービ

スの構成要素 
概要 

１．位置特定技術 

位置特定技術とは現在位置を精度良く特定するための技術で

ある。道路や施設などの「場所」に設置され、場所情報コード

を発信する電波マーカ、赤外線マーカ、IC タグ、QR コードタ

グなどの位置特定インフラや、GPS や Wi-Fi 測位などの測位技

術等がある。 

２．場所情報コード 

場所情報コードは、社会基盤、施設上のあらゆる「場所」を

識別するために、「場所」に関連付けられたユニーク（唯一無二）

なコードである。歩行者移動支援システムでは、ucode の枠組

みに沿って共通化した「場所情報コード」を使用する。 

３．歩行空間 
ネットワークデータ 

歩行空間ネットワークデータは、歩行者の安全な移動等を支

援するために必要となる、歩行経路の空間配置及び歩行経路の

状況を表すデータである。歩行空間ネットワークデータを用い

ることで、歩行者移動支援システムでは、歩行者の移動に必要

なバリアフリールートの案内などサービスを実施することがで

きる。 

４．施設データ 

施設データは、歩行空間ネットワークデータと合わせて整備

する、公共施設、多目的トイレなどに関するデータである。 
利用者の属性に応じた利用可能な施設等に関する案内等を行

うアプリケーション・サービスで利用できる。 

５．携帯情報端末 

携帯情報端末は、歩行者の移動支援必要な現在位置やバリア

フリー等の移動支援情報を利用者に提供する機器である。 
携帯情報端末は、位置特定インフラから場所情報コードを受

信し、利用者の属性や要求及び現在位置情報に基づき、必要な

情報を提供する。 

６．アプリケーション・

サービス 

アプリケーション・サービスは、歩行者の属性やニーズ、現在位置

情報などに基づき、歩行者に必要な情報を提供する各種サービスのこ

とである。目的地までの交通案内やバリア・バリアフリー経路、

バリアフリー施設の情報の提供など様々な応用が考えられる。
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３．歩行者移動支援システムの各構成要素について 

3.1.位置特定技術 
（１）概要 

歩行者移動支援システムでは、歩行者の現在位置を把握するために、位置特定技術を

用いる。位置特定技術には、歩行空間に設置されている位置特定インフラを用いる方法

や、GPS 等の衛星測位を用いる方法などがある。 
位置特定インフラは、道路や施設などのあらゆる「場所」に設置され、場所を示す場

所情報コードを格納・発信するための機器である。歩行者移動支援システムでは、位置

特定インフラから届く場所情報コードを手がかりに、インターネット上のサーバや端末

のデータベースを検索し、歩行空間ネットワーク上での位置を特定する。 
モビリティサポートモデル事業で利用された位置特定インフラには、電波マーカ、赤

外線マーカ、IC タグ、QR コードタグなどがある。 
また、位置特定技術には、GPS や Wi-Fi 測位方式の技術を使い、地球上の座標を求め、

得られた座標から現在位置情報を知る方法も活用される。 
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（２）位置特定技術の種類 

位置特定技術は、歩行者移動支援システムでの動作方式から、大きく Push 型と Pull
型の 2 種類に分けられる。 
 

■Push 型とは 

Push 型の位置特定技術とは、位置特定インフラから場所情報コードを能動的に発信す

ることで、歩行者が自動的に位置情報を取得できる技術である。歩行者移動支援システ

ムでは、Push 型のサービスでシステムが実現されることを推奨しており、歩行者移動支

援システムの構築で有効な位置特定技術である。 
位置特定技術には、電波マーカや赤外線マーカなどの技術が用いられる。電波マーカ

や赤外線マーカは、無線電波や赤外線の信号によって、場所情報コードを能動的に発信

して、歩行者の持つ端末に自動的に場所情報コードが送信できる。 
これらの位置特定インフラを設置した環境では、歩行者は端末を携行することで、そ

の場所に応じて、自動的に必要な情報を入手できるサービスが実現できる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 位置特定インフラを用いた Push 型の位置特定イメージ 

 

■Pull 型とは 

Pull 型の位置特定技術とは、IC タグや QR コードなどに場所情報コードを格納し、歩

行者が持つ携帯端末などの読み取り装置で読み取ることで、場所情報コードを得られる

仕組みである。 
この仕組みでの位置特定技術には、IC タグや QR コードなどの位置特定インフラを用

いる方法がある。 

Push 型のサービスでは、位置特定インフラに近づく

ことで自動的に必要な情報が入手できる 
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これらの位置特定インフラを用いた環境で情報提供する場合、利用者は、始めにタグ

を読み取るという動作が必要になる。そのため、Push 型の位置特定インフラを用いる場

合と比較して利用者の動作の手間が増えることや、タグの読み逃しによって必要な情報

が利用者に届けられない可能性があることを考慮する必要がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 位置特定インフラを用いた Pull 型の位置特定イメージ 

 

＜その他の位置特定手法＞ 

位置特定インフラを用いずに、GPS や Wi-Fi を使い、位置特定を行う方法がある。GPS
や Wi-Fi では、位置特定を実施した結果として緯度・経度の情報が得られ、この値から、

歩行空間ネットワーク上の位置を特定する。 
また、GPS や Wi-Fi は、受信端末側で動作するアプリケーションの作成次第で、Push

型、Pull 型の両方に対応したアプリケーション・サービスを構成することができる。 
 

 

（３）各位置特定技術の特徴 

表５に、平成 21 年度及び平成 22 年度に各地区のモビリティサポートモデル事業で用い

た位置特定技術の特徴を整理する。なお、電波マーカ、赤外線マーカ、IC タグ、QR コー

ド、については、「平成 21 年 5 月 自律移動支援システムに関する技術仕様（案）国土交

通省国土技術政策総合研究所」に技術仕様が取りまとめられているので、参考にされたい。 
 

ピッ! 

Pull 型のサービスでは、QR コードのシールなどに対して、

利用者から能動的に情報取得のための操作が必要になる。 
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表５ 各位置特定技術の特徴の取りまとめ 
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電波マーカ 赤外線マーカ 路面マーカ ICタグ QRコード GPS Wi-Fi位置測位 IMES（屋内GPS)

無線通信により場所情報コー
ドを発信する機器。一定間隔
で場所情報コードの信号を発
信し、近傍の歩行者の端末
に場所情報コードを知らせ
る。

赤外線により場所情報コード
を発信する機器。赤外線光線
の指向性を利用した情報提
供範囲の絞込みが可能

無線通信を用いる電波マーカ
の一種。
歩道等の路面下に埋めて使
用できる。

RF-IDタグに場所情報コードを
格納したもの。利用者は、
リーダー機能を備えた端末で
ICタグを読み取る動作によっ
て、場所情報コードを得る。

二次元バーコードの一種であ
るQRコードに場所情報コード
を格納したもの。QRコードを
読み取ることができる多くの
携帯電話で情報取得ができ
る。

全地球測位システムと呼ば
れる人工衛星のシステム。地
球周回軌道上のGPS衛星か
ら発信される電波を基に利用
者の現在位置を測定する。

Wi-Fiの無線LAN基地局から
届く電波の強度の統計を取
得（利用者を含めた集合値を
活用）した位置推定を行う。

屋内GPSと呼ばれる、GPSと
互換性のある信号を発信す
る、小型の専用装置。信号は
緯度経度高さ等の情報を発
信できる。

銀座地区（H21,H22）
橿原地区（H21）
津和野地区（H22）
横須賀地区（H22）

銀座地区（H21,H22）
津和野地区（H22)

銀座地区（H22) 墨田地区（H21)
銀座地区（H21)

いすみ地区（H21)
西神中央地区（H21)
室戸地区（H21)
篠山地区（H22)
台東区谷中地区（H22)

嵐山地区（H22)
福岡天神地区（H21,H22)

嵐山地区（H22)
篠山地区(H22）
福岡天神地区（H21,H22)

－

位置精度
半径3～20m程度 半径3-5m程度 半径1m-5m程度 0.3-1m程度 0.3-1m程度 半径5-50m程度 半径5-20m程度 半径5-20m程度

設置間隔

電波の到達範囲が重複しな
い間隔で配置可能

光線の到達範囲が重複しな
い間隔で配置可能

電波の到達範囲が重複しな
い間隔で配置可能

高密度に配置可能 高密度に配置可能 － Wi-Fi基地局の設置間隔は自
由

電波の到達範囲が重複しな
い間隔で設置可能

屋内外の
利用可否

屋外・屋内 屋内（太陽光の影響を受けな
いところ）

屋外・屋内 屋外・屋内 屋外・屋内 屋外 屋外・屋内 屋内

・利用者に特段の操作を求め
ずに、情報を提供するプッ
シュ型のシステムが作成でき
る。

・利用者に特段の操作を求め
ずに、情報を提供するプッ
シュ型のシステムが作成でき
る。
・赤外線の指向性を利用して
特定スポットでの情報提供な
どの工夫を図りやすい。

・利用者に特段の操作を求め
ずに、情報を提供するプッ
シュ型のシステムが作成でき
る。

・場所情報コードをピンポイン
トで特定できる。

・場所情報コードをピンポイン
トで特定できる。
・多くの携帯電話で読み取れ
るため、多くの利用者を期待
できる。

・既に広く普及した技術であ
る。

・近年普及しつつあるスマート
フォン等で利用できる。

・GPSと同じ通信規格を用い
ているため、多くの携帯電話
では専用アプリケーションの
導入で使用できるようにな
る。

・電源の確保が必要になる。 ・電源の確保が必要になる。
・太陽光の届く場所には設置
できない。

・電源の確保が必要になる。 ・利用者がタグを読み取ると
いう動作が必要になり、視認
性の確保が課題となる。

・利用者がタグを読み取ると
いう動作が必要になり、視認
性の確保が課題となる。
・シール印刷面の汚れやいた
ずら等による破損の懸念があ
る。

・得られた位置情報を場所情
報コードに置き換えて、移動
支援システム内の現在位置
や場所情報と対応することが
必要になる。

・得られた位置情報を場所情
報コードに置き換えて、移動
支援システム内の現在位置
や場所情報と対応することが
必要になる。
・場所の精度向上のために、
Wi-Fi無線基地局の増設が必
要なる。
・電波の強弱を事前調査し場
所と電波強度の統計情報を
更新し続けることが必要であ
る。

・得られた位置情報を場所情
報コードに置き換えて、移動
支援システム内の現在位置
や場所情報と対応することが
必要になる。
・モビリティサポートモデル事
業での利用実績が乏しいた
め、今後の活用に期待され
る。

活用事例

Pull型サービスに利用可能 その他

特徴

Push型サービスに利用可能

設置に当たっての
デメリット

イメージ

設置に当たっての
メリット

種類

概要

約20,000km

24個の衛星



15 15

 

 

①位置特定インフラのランニングコスト低減、設置に関する調整期間の短縮に向けた取組 

電波マーカや Wi-Fi 機器など歩道に近い場所に設置する位置特定インフラの設置には、

土地所有者や道路管理者らの理解と協力が必要になる。位置特定インフラの設置に関す

る理解を得るために、十分な調整時間を確保して臨む事が重要である。 

また、電波マーカや Wi-Fi 機器など、無線を利用する機器を取り付ける場合は、機器

の取り付け後に、無線の電波の出力状況を確認する調査が必要になる。無線の機器は設

置場所周辺の建物の状況などの影響を受けやすく、計画通りの電波強度や電波の受信方

向が得られないことがある。そのため、機器の電波出力の調整などの時間を十分に確保

する導入計画が必要である。 

●事例紹介 

篠山地区（平成 22 年）の場合 

篠山地区では、丹波篠山ユビキタス推進協議会が、Wi-Fi 機器を設置する施設や民

家に協力を求め、17 台の Wi-Fi 機器を個人等の施設内に設置し、ボランティアで電

源等のサービス継続を行ってもらっている。一般の方々の協力を得ることで、公共

空間である道路占用の手続き等を省くことができると共に、地域の住民へ事業の理

解を高めることに役立った。また、私有地内から公共空間へ電波の受信範囲を広げ

るために、回線設置箇所が奥まった場所にある民家等では、中継機等を用い道路寄

りの設置場所を確保するなどの対応を行った。システム利用者が屋外を移動する際

には GPS を利用し、店舗などの施設の中にいる際は、位置特定の方法として Wi-Fi

を活用した。 

 
横須賀地区（平成 22 年）の場合 

横須賀地区は、特別支援学校生徒の移動支援のために、地域のボランティアを募

り、学校周辺のバス停や多数の生徒が通行する交差点付近の民家に、受信機を取り

付けて、モデル事業の運用を行った。 

 

 

 
 

 

 

 

 

図６ 民家に設置した受信機

各地の実践例 
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②タグの視認性とデザインの工夫 

公共空間に設置される位置特定インフラは、街の景観に調和したデザインへの加工や

取りつけ方法の配慮が求められる。また、Pull 型の IC タグや QR コードは、視認性の確

保や、利用者がタッチしやすい場所への取り付けの配慮が必要である。 

●事例紹介 

銀座地区（平成 22 年）の場合 

銀座地区では、IC タグの設置にあたり、地元商店街等と協議して、世界の銀座の

街並みに相応しいデザインの IC タグプレートを製作し、銀座通り、晴海通りの街路

灯に設置した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 街路灯デザインと調和した IC タグ 

 
  台東区谷中地区(平成 22 年)の場合 

台東区谷中地区では、電子透かし付き QR コードを路上の案内看板などに設置し

た。電子透かし付き QR コードは、透明なシールに印刷されているため、既存の案

内板の上からそのまま貼り付けることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８ 半透明な電子透かし付きＱＲコードを貼り付けた案内看板 
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室戸地区（平成 21 年）の場合 

    国定公園内での情報提供に取り組んだ室戸地区では、景勝地に大きな看板等を新

設することが困難なことから、小さな広告物で対応できる QR コードを既設の案内

板等に設置し、外国人観光客らへの情報提供を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図９ 景勝地に取り付けたＱＲコードタグ 
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③サービスとニーズに合わせた位置特定技術の選定 

歩行者の移動支援に際しては、サービスレベルに応じた位置特定技術の選択が必要で

ある。対象とする歩行者の状況や、利用者のニーズを調査し、位置特定技術の選定や位

置特定インフラの設置間隔、設置数を検討することが重要になる。 

●事例紹介 

銀座地区（H22 年）の場合 

視覚障がい者の移動支援では、交差点の角などが重要な場所であるが、交差点の角

には電波マーカの適当な設置箇所が無い場合があった。路面マーカは、路面上のどこ

にでも設置できるため、歩行者への移動案内にとって重要な場所に設置することがで

きる。 

また、路面マーカは路面上に埋め込む機器のため一度設置すると内部の機器はメン

テナンスが困難になる。そのため、太陽パネルを用いて電源を確保することでメンテ

ナンスを容易にする工夫をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 路面マーカ 
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 ④Wi-Fi を利用した位置特定 

  近年、インターネットの通信環境の整備のために、市街地を中心に多数の Wi-Fi 基地

局が設置されている。PC や iPhone などのスマートフォンでは、この Wi-Fi 基地局の設

置箇所のデータベースを基に、位置特定を行うサービスが登場しており、歩行者移動支援

システムにおいても活用された事例がある。Wi-Fi の位置特定精度は、基地局の設置密度

に依存するがおおよそ、５～20m 程度である。GPS では電波の届かない屋内施設での

位置特定などに利用することが考えられる。 

●事例紹介 

福岡天神地区（H22 年）の場合 

   福岡天神地区では、福岡市が進める「福岡地区 Wi-Fi 化計画」事業に合わせて、

天神地下街に、10 機の公共用 Wi-Fi 基地局を設置し、インターネットの接続環境の

整備と共に、位置特定技術として利用した。位置特定技術として Wi-FI 基地局を利

用しやすいように、等間隔に設置することを意識し、基地局を地下街の歩行者用通路

の交差部付近に約 30－50m 区間ごとに設置した。 

  地下街などの構造物の内部では、電波の反射などが影響し、地上の環境と比較して

位置精度は誤差が大きくなる傾向があるため、高精度の位置特定にはまだ課題が残っ

ている。 

 

図 11 福岡天神地下街の Wi-Fi 設置箇所 
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3.2.場所情報コード 
（１）概要 

場所情報コードは、社会基盤、施設上のあらゆる「場所」を識別するために、「場所」

に関連つけられたユニーク（唯一無二）なコードである。 

歩行者向けの移動支援システムでは、自分の位置がどこか、その場所がどのような状

況であるか、段差はあるのか、通行の支障となるバリアはあるのか等といった場所に対

応した情報が重要になる。 

これらの場所の情報を適切に管理するための ID 番号として、場所情報コードを設定し、

歩行者移動支援システムで活用するものである。 

国土地理院が発行する場所情報コードは、日本全国を緯度経度の 0.1 秒単位（約 3m）

に分割したメッシュの ID を示すものである。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 場所情報コードの概要 

 

① 空間を緯度・経度・高さによって分割し、論理場所情報コード

を定める。 → 論理場所情報コードは場所を識別するＩＤ。

①① 空間を緯度・経度・高さによって分割し、論理場所情報コード

を定める。 → 論理場所情報コードは場所を識別するＩＤ。

約3m

約
3m

場所情報コードのイメージ図

② 空間内に置かれた位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）に

対し、１～６３の連番を付して場所情報コードを発行する。
※連番の内０番は①の論理場所情報コードに割り当てる。

→ 場所情報コードは位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）を
識別するＩＤ。

②② 空間内に置かれた位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）に

対し、１～６３の連番を付して場所情報コードを発行する。
※連番の内０番は①の論理場所情報コードに割り当てる。

→ 場所情報コードは位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）を
識別するＩＤ。

論理場所情報コード
00001…0D8016

場所情報コード
00001…0D8116

位置情報点

網掛けをした空間を、端点（●印）の緯度・
経度･高さで代表した論理場所情報コードで表現
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歩行者移動支援システムで利用される場所情報コードは、将来多様な地区で歩行者移

動支援システムが水平展開されることを考慮し、以下に示す要件が必要である。 

○共通の ID 番号体系を用いることで、多様な地区を行き来する利用者向けのサービス

が検討できること 

○地区を跨って重複した ID 番号があると、データの混乱が生じる恐れがあるため、全

国で重複しない番号を用いること 

 
上記の要件を満たす方法として、場所情報コードには、唯一無二の特徴が担保されて

いる「ucode」の枠組みに沿って共通化した「場所情報コード」を用いる。 
場所情報コードは「ucode」で発行される128ビットのコードの内、下64ビット部分を

緯度と経度およびフロアの階層で求められる座標を基にして、コード番号が特定できる

ものである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 場所情報コードと ucode の記載方法 

Identification Codeに、位置情報（緯度、経度、高さ）とその精度を組み込む

概略の位置情報概略の位置情報を含みucodeの体系を採用

① 区分：2bits
② 緯度：23bits
③ 経度：24bits
④ 高さ（階数）：9bits
⑤ 連番：6bits

① ② ③ ④ ⑤

64bits

Identification Code

0.1秒（約3m）精度の位置情報の組み込み

・・・・・・・・・・（最も高いビル：１６０階）×２ ＜29  ５１２階層

※緯度、経度を秒単位で表し、小数点以下１桁で表示

version等

ucode ： 128bits

・・・・ 26 ＝64個識別できる

・・・・・・・緯度：９０×３６００×１０＝3.24×106 ＜222 北緯（＋）南緯（－）：１bit

・・・・・・・経度：１８０×３６００×１０＝6.48×106 ＜223 東経（＋）西経（－）：１bit

code：0-0001-B-0000000003-
※国土地理院が、ユビキタスIDセンターから割り当てられた
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（２）場所情報コードの用途 

歩行者移動支援システムでは、場所情報コードを以下の用途で利用することとしてい

る。 

 

１）位置特定インフラから発信する ID 番号 

位置特定技術に用いられる無線マーカや IC タグなどの位置特定インフラは、それぞ

れ固有の ID 番号を発信する。歩行者等の利用者は、位置特定インフラから発信される

ID 番号を知ることで、その場所の情報等を検索することが可能になる。 

歩行者移動支援システムでは、位置特定インフラから発信される ID 番号に場所情報

コードを用いることとする。 

 

２）歩行空間ネットワークデータのノード・リンクの ID 番号 

今後全国各地で整備予定の歩行空間ネットワークデータでは、ノードやリンクを識

別するための ID 番号に場所情報コードを用いることとする。 

将来、各地の歩行空間ネットワークデータが充実し、相互接続ができるようになる

ときに、各地区の ID 番号の重複を避けつつ、一体化した ID 体系が確保できる仕組み

とするためである。 

 

３）施設データ 

歩行空間ネットワークデータのノード、リンクにあわせて、施設データの整備にあ

たり、ID 番号に場所情報コードを利用する。 

 

（３）場所情報コードの取得 

国土交通省では、国土地理院において場所情報コードの発番や運用管理を行っており、

国土地理院に申請することで場所情報コードを入手することができる。 

場所情報コードの申請時には、発行する場所情報コード全ての緯度と経度および高さ

の情報が必要になる。緯度と経度の情報については、厳密な測量精度は不要であり、例

えば 2500 分の 1程度の都市計画図や基盤地図情報（地理空間情報活用推進基本法に基づ

いて国土地理院で公開している地図データ）等を参考として求めた値で十分である。 
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①ucode の発行について 

ucode は、日本国内では、ユビキタス ID センターが運営管理する ID 番号体系である。 

（参照：ユビキタス ID センターURL  http://www.uidcenter.org/ja/） 

ucode を利用するためには、ユビキタス ID センターまたは、ユビキタス ID センター

が認定した ucode プロバイダ（ucode を発行できる団体）から、使用する分量の ucode

の発行を受けることが必要になる。国土地理院は 64 ビット分に相当する量の ucode を

ユビキタス ID センターから発行を受けている。 

 

②ucode 解決の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 ucode 解決の仕組み 

 

 

（ユビキタス ID センター資料からの抜粋） 

ucode は 128 ビットの数値であり、その数値の中に意味を含んでいません。ucode

に紐づけられた情報は、ネットワーク先の分散データベースに格納されています。 

ucode を取得した端末は、次に示す手順に従って、ucode の属性や意味情報を取り

出します。この手続きを「ucode 解決」といいます（図 14）。 
 

1. モノや場所に貼り付けられた ucode を読み取ります。 

2. 読み取った ucode を分散データベースに問い合わせて属性や意味情報のありか

（URL など）を入手します。 

3. 得られたサーバから情報を入手します。 
 

検索エンジンでモノや場所について調べるにはキーワードが必要です。一方、

ucode 解決では、知りたいモノや場所についての知識（手がかり）がなくても、モノ

や場所の ucode が取得できれば情報を引き出すことができます。 

ucode とは・・
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 ③場所情報コードを利用した位置特定方法 

場所情報コードを用いた歩行者の現在位置の特定では、用いる位置特定インフラの技

術に応じてシステムの処理方法を工夫し運用する必要がある。 

●事例紹介 

銀座地区（平成 21 年、平成 22 年）の場合 

銀座地区では電波マーカ、赤外線マーカ、路面マーカという push 型の位置特定

インフラを利用して位置特定を行っている。 

電波マーカなどの位置特定インフラからは、場所情報コードとして ucode が発信

され、歩行者の持つユビキタス・コミュニケーターに信号が届く。ユビキタス・コ

ミュニケーターは、届いた場所情報コードを基に、自らの位置を特定し、歩行者移

動支援に必要な案内情報を引き出す仕組みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 銀座地区の路面マーカを利用した場所の特定手法 

 

 

コミュニケータ

骨伝導ヘッド
フォン

ミニレシーバ

コミュニケータコミュニケータコミュニケータ

骨伝導ヘッド
フォン

骨伝導ヘッド
フォン

ミニレシーバミニレシーバ

路上マーカ

路面マーカ 
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横須賀地区（平成 22 年）の場合 

横須賀地区では、位置特定インフラに養護学校生徒が持つアクティブタグの信号

を受け取る受信機を用いている。受信機は、養護学校生徒の通学路の途中に設置さ

れており、その設置場所に対応する場所情報コードがサーバのデータベースに保存

されている。 

受信機が生徒の持つアクティブタグを感知すると、受信機は感知した情報をサー

バに通知する。このとき、どの受信機からの信号がサーバに届いたかを場所情報コ

ードで判断し、生徒個人の特定と居場所の特定を行うことができる。 

受信機の設置場所に与える場所情報コードは、受信機の設置の際にハンディ GPS

で測位した座標を基に作成した。GPS の測位精度が受信機の受信範囲より詳細な場

合に、簡便に測定できる方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 16 横須賀地区の場所特定方法 

 

 

 

アクティブタグ 

受信機 
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台東区谷中地区（平成 22 年）の場合 

台東区谷中地区では、位置特定インフラに電子透かしつき QR コードを用いてい

る。台東区谷中地区では、案内看板の地図や、歩道上の路面に貼られた電子透かし

つき QR コードを携帯電話で読み取ることで、現在位置から目的地までの経路案内

ができる。このとき、利用者は、一回の読み取りで、現在位置と目的地の 2 種類の

場所情報コードが分かる仕組みとなっている。 

電子透かしつき QR シールには、シールの固有 ID が格納されている。利用者は携

帯電話でそれを読み取りサーバに接続するが、その際、サーバから歩行空間ネット

ワークデータ上の現在位置と目的地の 2 つの場所情報コードが得られる。この 2 種

類の場所情報コードを使い、経路探索を実行する仕組みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17 台東区谷中地区の場所特定方法 

電子透かしつき

QR コードの読

み取り 

読み取ったコードから現在位置と目的地の 2 種類

の場所情報コードが得られ、携帯電話から経路案内

サービスに案内地図を問い合わせる。 

現在位置と目的地の場所を指定

して表示された経路案内地図 

◇観光案内板貼付型 

◇路面標示型 
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④地下空間における座標の取得 
歩行空間ネットワークデータの作成では、ノードや施設の緯度・経度を特定するた

めに、都市計画図などの背景図を用いることが望ましい。しかし、地下街などでは、

使いやすい背景図の入手が困難な場合がある。 

 

福岡天神地区（平成 22 年）の場合 
 福岡地区では天神地下街の歩行空間ネットワークデータを作成している。対象と

した天神地区地下街では、緯度経度の特定できる地図を施設管理者から入手できな

かった。そのため、協議会では、通路や施設の配置を調査するための背景図には、

地下街の案内図を利用し、ノードや施設の緯度経度を取得するためには、インター

ネット上の 2500 分の 1 相当の地図を用いた。これら 2 種類の地図を重ね合わせ、

対応を取りながら調査することで、地下空間における緯度経度を計測し、場所情報

コードを取得した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 調査に用いた案内図（左：てんちかマップ）と、座標取得のため

に利用したインターネット上の詳細地図（右：Yahoo マップ） 
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3.3.歩行空間ネットワークデータ及び施設データ 
（１）歩行空間ネットワークデータ及び施設データの概要 

歩行空間ネットワークデータは、歩行者の安全な移動等を支援するために必要となる、

歩行経路の空間配置及び歩行経路の状況を表すデータである。 

歩行空間ネットワークデータは、歩行経路を示す「リンク」及びリンクの結節点であ

る「ノード」によって構成される。 

歩行空間ネットワークデータや施設データは、全国統一的に利用されることを想定す

ると、付与される属性情報は統一的な方法で、収集、蓄積していくことが必要となる。 

歩行空間ネットワークデータ及び施設データの基礎データの収集・整備に関する作業

を誰でもが実施しやすいようにデータの整備方法について以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 歩行空間ネットワークデータ（リンク、ノード）のイメージ 

 

国土交通省では、平成 22 年度に主要都市の一部から歩行空間ネットワークデータの整

備を始めている。整備したデータは今後公開する計画であり、歩行者の移動支援システ

ムに活用できるようになる。ただし、国土交通省の整備対象範囲以外でシステム構築を

行う場合は、「歩行空間ネットワークデータ整備仕様（案）」に従い、各主体が歩行空間

ネットワークデータを作成することが必要になる。 

歩行空間ネットワークデータの整備仕様については、「歩行空間ネットワークデータ整

備仕様(案)平成 22 年 9 月 国土交通省」に記載されている。 

（http://www.mlit.go.jp/common/000124059.pdf） 

 

◇経路（リンク ）の作成

【リンクの属性情報】
・リンクID ・起・終点ノードID
・経路の種類（歩道、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰ、階段等）

【ノードの属性情報】
・ノードID ・接続リンクID
・緯度 ・経度 ・高さ

【ノードの配置場所】
・歩行経路の交差・分岐点

（交差点・横断歩道橋の起終点）
・経路属性の変化点（スロープの起点等）

◇結節点（ノード ）の作成

【リンクの経路情報】
・供用開始・終了時間 ・供用開始・終了日
・供用制限曜日 ・方向性
・通行条件 ・有効幅員
・縦断勾配 ・路面状況
・段差 ・階段段数
・手すり ・屋根の有無
・蓋のない溝・水路の有無 ・バス停の有無
・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ ・扉の種別
・補助施設の設置状況 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの種別
・信号の有無 ・信号の種別
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表６ 歩行空間ネットワークデータ整備仕様（案）におけるデータ取得対象 

 取得対象（分類） 調査する属性 

歩行空間 

ネットワーク 

データ 

道路、広場、公園通路

等の公共空間、および

駅構内の通路 

経路の種類、共用時間、方向性、通行制限、有効

幅員、縦断勾配、横断勾配、路面状況、段差、階

段段数、手すり、屋根の有無、蓋のない溝・水路

の有無、バス停、視覚障がい者誘導用ブロック、

補助施設（車いす用のエスカレータなど）、エレ

ベータ種別、信号、通り名称または交差点名称、

エスコートゾーン 

施設データ 公共施設 共用時間、多目的トイレの有無、出入口情報（有

効幅員、扉の種類、段差） 

病院 診療科目、休診日、多目的トイレの有無、出入口

情報（有効幅員、扉の種類、段差） 

公共用トイレ 男女別、有料無料の別、多目的トイレの有無、ベ

ビーベッドの有無、共用時間、出入口情報（有効

幅員、扉の種類、段差） 

指定避難所 風水害対応の可否、多目的トイレの有無、出入口

情報（有効幅員、扉の種類、段差） 
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（２）歩行空間ネットワークデータの整備手順について 

１）歩行空間ネットワークデータの整備手順 

歩行空間ネットワークデータは、図 20 に示す流れで整備することを基本とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 20 歩行空間ネットワークデータ整備の流れ 

 

 

①計画準備 

③経路（リンク）と 
 結節点（ノード）の設定 

完了 

②資料収集整理 

④現地調査 

⑤歩行空間ネットワーク 
データの作成 

場所情報コード取得 
（ノード及びリンクの ID番号）

申請 

反映 
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２）歩行空間ネットワークデータ作成のための実施内容 

①計画準備 

歩行空間ネットワークデータを整備するために必要な「歩行空間ネットワークデー

タ整備仕様(案)」に基づき、調査対象区間の設定や、現地調査計画の立案及び関係機

関との調整に向けた準備等を行う。 

  ＜国土交通省においては＞ 

平成 22 年度に国土交通省が実施した歩行空間ネットワークデータの整備では、三大

都市圏の一部おいて、バリアフリー新法に基づき定められた重点整備地区内の特定経

路を主な対象として整備した。 

 

②資料収集整理 

歩行空間ネットワークデータを整備する範囲の国土地理院の基盤地図情報や地下空

間の図面、駅構内図、民間が提供している図面など対象地域における歩行空間に関す

る情報の収集・整理を行う。 

 ＜背景図の例＞ 

  ・都市計画図(2500 分の 1) 

   ・基盤地図情報（地図情報レベル 2500） 

   ・その他必要な資料（地下道の配置図等） 

    

 

③経路（リンク）、結節点（ノード）の設定 

収集・整理した資料、「歩行空間ネットワークデータ整備仕様案」をもとに歩行空間

について「経路」、「結節点」を設定し、歩行空間ネットワークデータの素案（現地調

査用資料）を作成する。 

歩行空間ネットワークデータの素案作成の手順は、下記のとおり行う方法などが考

えられる。 

＜歩行空間ネットワークデータ素案作成の手順＞ 

a)ベースマップをもとに、パソコン上で 1/2500 の縮尺に表示させ、リンクデータ及

びノードデータを入力する。 
b)入力したリンク・ノードデータをベースマップ上に紙出力を行う。 
c)リンク、ノードの属性項目について、机上で確認できる項目の整理を行い、リン

ク、ノードの属性として付与する。 
d)出力した図面に入力されたリンク・ノードの位置等が正しいか確認を行う。 
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図 21 現地調査用資料のイメージ 

④現地調査 

作成した経路、結節点データをもとに、現地調査を行う。現地調査では作成した

経路（リンク）、結節点（ノード）と現地状況の相違がないかの確認を行う。また、

「歩行空間ネットワークデータ整備仕様(案)」に明示されている属性情報について

調査を行う。 

現地調査の手順は、下記の方法などが考えられる。 

 

＜手順例＞ 

a)パソコン上で作成したリンク・ノードの形状を出力した図面を持って現地調査

を行う。 

b)作成したリンク・ノードの形状と現地の経路の状況に齟齬がないか確認する。 

c)机上で確認できなかったリンク及びノードの情報の調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 現地調査のイメージ 
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⑤歩行空間ネットワークデータの作成 

現地調査の結果を反映した歩行空間ネットワークデータの作成を行う。ノード、リ

ンクに使用する ID 番号については、場所情報コードを用いる。国土地理院へ場所情報

コードの申請を行うため、ノード、リンク、施設などの配置箇所について緯度・経度

を算出する。国土地理院から場所情報コードが提供されるまでは、ノードやリンクの

ID には作業用の仮の ID 番号を用いる。 

歩行空間ネットワークデータの整備の手順は、下記の方法などが考えられる。 

 

＜手順例＞ 

a)現地調査を行った結果（リンク・ノードの形状と位置）を、GIS などを利用して

リンク・ノードデータに反映させる。 

b)リンク・ノードの属性情報に現地調査結果を反映させる。 

c)所定のフォーマットの様式にデータベースを加工する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 23 ノード・リンクの編纂画面のイメージ 
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（３）施設データの整備について 

１）施設データとは 

施設データは、歩行者移動支援サービスを提供する上で必要となる公共施設などに関

するデータである。施設データは、「歩行空間ネットワークデータ整備仕様(案)平成 22 年

9 月国土交通省」において、公共施設、病院、公共用トイレ、指定避難所の 4 種類と、施

設入口の情報を取得することとされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 24 公共用トイレのイメージ 

２）施設データの整備手順 

施設データは、歩行空間ネットワークデータとほぼ同様に、下図に示す流れで整備す

ることを基本とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 25 歩行空間ネットワークデータ作成作業の流れ 

①計画準備 

完了 

②資料収集整理 
基本データ作成 

③現地調査 

④施設データの作成 
場所情報コード取得 

（ノード及びリンクの ID番号）

申請 

反映 
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３）施設データ作成のための実施内容 

①計画準備 

施設データを整備するために必要な公共施設、病院、公共用トイレ及び自治体等

が指定する避難所等の設定や、現地調査計画の立案及び関係機関との調整に向けた

準備を行う。 

 

②資料収集整理・基本データ作成 

施設データ作成の基礎資料とするため、公共施設、病院、公共用トイレ及び自治

体等が指定する避難所等に関する資料の収集・整理を行う。収集・整理した資料及

び対象地域の特性等を踏まえ、データ作成対象とする公共施設、病院等の規模、種

類等を決定する。対象となる施設の基本的な情報をインターネットなどを利用し収

集・整理した上で、施設の状況を現地に赴き調査を実施する。 

現地調査・基本データ作成の手順は、下記のとおり行う方法などが考えられる。 

 

＜手順例＞ 

a)ベースマップをもとに、パソコン上に表示させ、該当となる施設データを入力す

る。 

b）入力した施設データに、机上で確認できる属性情報を入力する。 

c）机上で作成できなかった属性情報について、現地調査を行い情報取得する。 

 

  ③現地調査 

 

④施設データの作成 

「歩行空間ネットワークデータ整備仕様案」に基づき、施設データを作成する。 

施設データに使用する ID 番号については、施設の緯度・経度を算出した上で、国

土地理院への申請を行う。 

施設データ作成の手順は、下記のとおり行う方法などが考えられる。 

 

＜手順例＞ 

a)施設の入り口の位置など机上で判断できない項目など、現地調査を行った結果を

施設データに反映させる。 

b）施設の属性情報に、その他現地で把握した現地調査結果を反映させる。 

c)所定のフォーマットの様式にデータベースを加工する。 
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（４）歩行空間ネットワークデータへの場所情報コードの付与 

歩行空間ネットワークデータでは、リンクやノード、施設データに ID 番号として場所

情報コードを用いる。国土地理院から発番を受けた場所情報コードを、作業途中時点で

用いた仮の ID 番号と置き換える。 

  下図は、描画地図として作成したリンクとノードの配置図である。それぞれのノード

には、場所情報コードをラベルとして表示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 26 ノード情報の ID 番号として利用した場所情報コード 

（表示スペースの都合上、場所情報コードの下 14 桁部分を表示） 
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（５）歩行空間ネットワークデータの活用イメージ 

歩行者移動支援システムでは、歩行空間ネットワークデータを用いることで、歩行者

の移動に必要なバリアフリールートの案内などサービスを実施することができる。 

歩行空間ネットワークデータは、様々な主体により整備された後、「バリアフリーマッ

プ」への活用や歩行者の経路案内の高度化に利用されることとなる。 
歩行空間ネットワークデータの整備から活用までのイメージを図 27 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 27 歩行空間ネットワークデータの活用イメージ 

 

歩行空間ネットワークの整備

歩行空間ネットワー
クデータ
（描画地図データ）

【リンクの属性情報】

・経路の種類（歩道、エレベーター、エス
カレーター、階段）等

【リンクの経路情報】

・通行条件 ・有効幅員 ・縦断勾配

・路面状況 ・階段 ・手すり 等

【ノードの属性情報】

・緯度 ・経度 ・高さ 等

【ノードの配置場所】

・歩行経路の交差・分岐点

・経路属性の変化点 等

データの公開

ホームページ等で
のデータ公開

街角の案内板や配布物
（バリアフリーマップ）への活用

携帯電話やパソコン等による経路案内の高度化
（利用者の身体的特性・ニーズに応じたバリアフ

リー経路案内）

街角の案内板や配布物によるバリアフリー経路・施設
の案内

携帯電話等を用いた屋外・屋内
シームレスなバリアフリー経路案内

出発前

移動中

屋外 屋内（駅・地下街等）

PC等で

携帯電話等で

ICTを活用した
移動支援サービス

①現在位置の特定

②バリアフリールート検索

③バリアフリールート案内

④目的地へ誘導
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１）歩行者の移動を支援するバリアフリーマップの作成及び公表 

歩行空間ネットワークデータで調査された歩行空間上のバリアフリーデータや、施

設の情報を使い、バリアフリーマップを作成することが出来る。従来多く見られる施

設情報を中心としたバリアフリーマップだけでなく、歩行空間ネットワークを含めた

バリアフリーマップの作成が可能である。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 バリアフリーマップの作成例 

 

＜案内看板の例＞ 

＜配布物の例＞ 
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２）バリアフリー情報を考慮した歩行者向け経路探索及び経路案内 

利用者の位置情報を位置特定インフラから入手し、経路探索のアプリケーションが個

人の状況に合わせた経路を探索する。また、経路の途中では、位置特定インフラから届

く場所情報コードにより、ルート上の注意喚起などの情報を提供する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 29 バリアフリー情報を考慮した歩行者向け経路探索及び経路案内のイメージ 

 
 
 
 
３）歩行空間ネットワークデータを用いたアプリケーションのイメージ 

図 30、図 31 は歩行空間ネットワークデータを用いたアプリケーションのイメージで

ある。歩行空間ネットワークデータは、移動制約者の障害と考えられる段差の有無等の

各種の条件が登録されたネットワークデータである。そのため、詳細な条件入力に応じ

た経路探索のアプリケーションへの利用などが想定できる。 
 
 
 

場所情報コードを付与したノード 
バリアのないリンク 

バリア情報などを持つリンク 

（階段や坂道、狭小部など） 

段差の少ないルートの案内 

【凡例】 

最短ルートの案内 

出発地 目的地

○車いす使用者

段差を回避するルート
を希望

○健常者

最短ルートを希望

位置特定インフラから得ら
れる場所情報に合わせて、
経路案内情報などが届く

位置特定インフラから得ら
れる場所情報に合わせて、
経路案内情報などが届く

右に曲がって、そのままみち

なりです

出発地 目的地

○車いす使用者

段差を回避するルート
を希望

○健常者

最短ルートを希望

位置特定インフラから得ら
れる場所情報に合わせて、
経路案内情報などが届く

位置特定インフラから得ら
れる場所情報に合わせて、
経路案内情報などが届く

右に曲がって、そのままみち

なりです

右に曲がって、そのままみち

なりです
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       図 30 歩行空間ネットワークデータの詳細な属性項目を活かした、

歩行経路の詳細条件の入力イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31 位置特定インフラから得た場所情報コードを基に、端末

で現在位置からの経路を表示したときのイメージ 

最短経路 

バリアフリー経路 

途中2箇所で階

段を使用する経

路の例 

多少遠回りであ

るがエレベータを

使用して階段を

避ける経路の例 

同一の目的地であるが、異なるルートを案内 それぞれの経路上の注意喚起の場所で案内を表示
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４）歩行者移動支援システムを用いた経路案内の仕組み 

歩行者移動支援システムにおける位置特定インフラから歩行者の位置を特定するイメ

ージを図 32 に示す。位置特定インフラから発信された場所情報コードは、歩行者の持つ

携帯情報端末で受信された後、インターネット上のサーバや端末内のデータベースに照

合される。その後、歩行空間ネットワークデータから、該当する位置が検索され、さら

にその場所のバリア・バリアフリー情報などの経路状況などが引き出されて、経路案内

サービスなどに利用される。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 32 位置特定インフラを用いて歩行者の位置を特定するイメージ 
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ノード：場所情報コード
0000・・・00A2

ノード：場所情報コード
0000・・・00B2 

ノード：場所情報コード
0000・・・00A1

ノード：場所情報コード
0000・・・00B3

ノード：場所情報コード
0000・・・00B1

位置特定インフラの
場所情報コードDB

歩行空間
ネットワーク

DB

インターネット上のサーバや
携帯端末内のデータ

位置特定インフラ

位置特定インフラの場所
情報コードや測位した座

標を歩行空間ネットワーク
データ上の位置に変換

歩行空間ネットワーク

端末
アプリケーション

①場所情報コード
（ucode）受信

②位置情報を提供

③位置を特定

①衛星測位や
Wi-Fi測位

GPS等
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（５）歩行空間ネットワークデータ及び施設データを整備する上で配慮すべき事項 

歩行空間ネットワークデータを作成するためには、図面収集や現地調査の許可申請な

ど数多くの施設管理者との調整が必要となる。そのため、歩行空間ネットワークデータ

を作成する際には、現地調査期間やデータ作成期間のほか、関係機関との調整を実施す

る期間を見込んで作業することが大切である。 
歩行空間ネットワークデータを作成する際に関係する機関は、表７に示したものなど

が挙げられる。その他地域特性により、公共機関以外でも人が多く集まる観光施設など

の調査などが必要になることが予想される。そのため、歩行空間ネットワークデータを

整備する上では、関係する機関を抽出し、関係機関との調整を早期に実施することが重

要である。 
 

表７ 歩行空間ネットワークデータを整備する上での関係機関及び配慮すべき事項 

調査箇所 関係機関 配慮すべき事項 

道路（歩道） 
・市町村道管理者 
・都道府県道管理者

・国道管理者 

・道路は管理者が異なるため、それぞれに対し

調査許可の申請や必要な図面などの提供を

依頼する必要がある。 
横断歩道橋、 
地下道、ペデス

トリアンデッキ

等 

・施設管理者 
・地下道や横断歩道橋などは、現地状況により

施設管理者を確認し調査許可の申請や必要

な図面などの提供を依頼する必要がある。 

鉄道駅 
・JR 各社 
・私鉄各社 
・営団、市営地下鉄

・鉄道駅構内は、各鉄道会社の管理区域となっ

ているため、それぞれの管理者に調査許可の

申請や必要な図面などの提供を依頼する必

要がある。 

バスターミナル ・市営バス会社 
・民間バス会社 

・バスターミナルは、現地状況により施設管理

者を確認し、調査許可の申請や必要な図面な

どの提供を依頼する必要がある。 

公園 ・公園管理者 
・公園施設は、現地状況により施設管理者を確

認し、調査許可の申請や必要な図面などの提

供を依頼する必要がある。 

その他施設 ・民間開発事業者 
・大規模観光施設 

・民間により開発された人通りが多い公開空地

などの場合調査が必要となるため調査許可

の申請や必要な図面などの提供を依頼する

必要がある。 
・人通りが多い大規模観光施設（寺社仏閣など）

の場合、調査が必要となるため、調査許可の

申請や必要な図面などの提供を依頼する必

要がある。 
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①バリア情報を移動前に確認 

歩行空間ネットワークデータを利用することで、歩行空間上のバリア情報が得られ、

移動制約者が移動前の経路選択を支援する情報を提供することができる。 

●事例紹介 

篠山地区（平成 22 年）の場合 

篠山地区では、歩行空間ネットワークデータを用い、歩行者の移動開始前のル

ート確認時に、経路上のバリア情報を確かめることができる。 

歩行空間ネットワークデータの調査で明らかになった、蓋の無い水路の箇所や

段差のある歩道部など危険箇所の情報を、現地の写真やコメントと合わせて提供

している。 

篠山地区は歩行空間の密度が薄いという特徴があり、危険箇所がルート上にあ

る場合でも回避する迂回路を取れない場合が多い。そのため、経路探索は最短ル

ートを求められる運用で十分であると判断し、経路の探索機能についてはインタ

ーネット上のルート案内サービス（GoogleMaps）を用いた。その機能に、計算

されたルート上に重なる危険箇所情報の提供機能を組み合わせて、バリア情報の

提供機能を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 バリア情報の事前周知の事例１ 

 

各地の実践例 

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「経路」のボタンをクリックする
と徒歩ルートが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」のボタンをクリックする
と徒歩ルートが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、歩行注意箇所が
ポップアップする

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、歩行注意箇所が
ポップアップする

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「経路」のボタンをクリックする
と徒歩ルートが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」のボタンをクリックする
と徒歩ルートが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、歩行注意箇所が
ポップアップする

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、歩行注意箇所が
ポップアップする

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

①目的施設選択 ②地図で確認 ③ルート表示 ④通行注意箇所表示
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津和野地区（平成 22 年）の場合 

津和野地区では、歩行空間ネットワークデータから作成したバリア情報から、

バリアフリーマップを作成するとともに、歩行者の持つ端末で、現在位置周辺の

バリア情報を確かめることができる。 

歩行空間ネットワークデータの調査で明らかになった歩行空間上の段差部や車

いすが通行できない急傾斜の場所を、端末上の地図に表示するとともに、現地の

詳細な状況を写真とコメントで情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34 バリア情報の事前周知の事例２ 

 

 

②地域特性にあわせた経路案内 

歩行空間ネットワークデータは、様々なバリアに関する情報を持っているため、必要

に応じて経路案内に利用する情報を選択することで、生活地区への観光客の立ち入り回

避など地域のニーズに合わせた移動支援を実施することができる。 

●事例紹介 

台東区谷中地区（平成 22 年）の場合 

台東区谷中地区では、観光客による居住者の生活空間への入り込み防止が課題

の一つであった。そこで、歩行空間ネットワークデータを利用するときに、居住

者の生活区域を迂回するルートを案内する仕組みを実施した。 

台東区谷中地区の経路案内サービスで利用する歩行空間ネットワークデータは、

調査対象路線から生活者のみが利用する歩行空間を除外して作成した。そのため、

このデータを用いて得られる谷中地区の探索ルートを辿る限り、観光に訪れた人

が生活区域へ入り込むことが避けられ、生活者と観光客の分離を行うことに役立

った。 

 

現在地を中心にバリア
フリーマップを表示

階段・段差などのバリ
ア情報を提供

バリアフリートイレなど
の施設情報を提供

地図上のアイコ
ンをタップ
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③地域特性に合わせたデータの取得 

歩行空間ネットワークデータは様々な移動制約者を対象として取得項目が定められて

いる。データの取得の負担が大きいと感じる場合には、地域のニーズに合わせた項目の

選択をして調査の負担の軽減を図ることが考えられる。 

●事例紹介 

篠山地区（平成 22 年）の場合 

篠山地区では、車いす使用者の移動支援に着目し、事前に車いす使用者からヒ

アリングを行うことで、歩行空間ネットワークデータの取得項目の選択や、調査

時の注意点をピックアップした。これにより、バリアの取得対象項目を絞り込む

と共に車いす使用者に使いやすい歩行空間ネットワークデータの取得を行った。 

例えば、歩道部の危険箇所の抽出では、写真にあるマウンドアップによる狭小

幅員箇所を重点的に調査した。一方で、作業の負担を軽減するために、整備仕様

で指定されている各リンクごとの傾斜（縦断方向、横断方向）の取得を省いてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図 36 歩行空間ネットワークデータの取得時に注目した情報例 

（左：マウンドアップによって狭小幅員のある歩道、中央：道路縁が不明瞭な場

所、右：蓋の無い水路） 

図 35 通常の検索ルート図（左）と、生活区域を迂回する案内図（右） 
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④市民が情報提供に協力 

バリア情報やバリアフリー施設情報は、移動制約者だけでなく、誰もが利用すること

ができる有用な情報である。街なかには数多くのバリアやバリアフリー施設があり、網

羅的にデータを収集し、維持更新するためには、多くの人の協力が重要になる。 

 
●事例紹介 

嵐山地区（平成 22 年）の場合 

嵐山地区では、京都子連れ観光推進協議会が中心となり、京都観光に訪れる子

連れ、孫連れ家族らを対象に、「ふぁみナビ」という iPhone 用のアプリケーショ

ンで、バリアフリートイレや授乳室などの情報を収集し公開している。 

このバリアフリー施設の情報は、協議会に賛同する地元タクシー会社や NPO、

個人らが協力して収集し、情報を発信している。 

公表する情報は、バリアフリー施設の情報とともに情報提供者の記名を加える

ことで情報の信頼性を確保するともに、地元タクシー会社の広告を記載するなど、

情報提供者への提供意欲を持たせる仕組みで運用されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 37 地域参加型のバリアフリー施設情報の事例 

 

クリック
クリック

これらの施設情報は、「ふぁみナビ」に

協力している地域の団体のブログや

SNS などから情報が集められる。 

施設情報の登録者が提示されるため、情

報の信頼性の担保とともに、情報提供者

からの広告的なアピールを行える。 
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⑤整備仕様のスパイラルアップ 

国土交通省が平成 22 年 9 月に公開した歩行空間ネットワークデータ整備仕様(案)は、

高齢者や障がい者らのニーズを踏まえて作成した整備仕様案である。歩行空間ネットワ

ークデータをより良いものとして将来にわたり利用するため、整備仕様のスパイラルア

ップが必要不可欠である。 

 
●事例紹介 

国土技術政策総合研究所では、歩行空間ネットワークデータ整備仕様に基づき作

成されたネットワークデータを用い、実際の利用者に経路を歩行して頂き、利便性

確保の観点から、整備仕様の課題や対応の方向を整理し、スパイラルアップに向け

た取組を実施した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 38 歩行空間ネットワークデータ整備仕様(案)のスパイラルアップの取り組み 

 

車いす使用者（電動） 子連れ歩行者 

下肢不自由者（杖使用） 現地調査後のアンケート 
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3.4.携帯情報端末 
携帯情報端末は、位置特定インフラから場所情報コードを受信し、場所の情報と利用

者の属性や要求に基づき、必要な情報を提供するための機器である。 
携帯情報端末については、主として民間ベースで技術開発などが展開されることを期

待するものであるが、現在の状況について説明する。また、モビリティサポート事業で

は、専用端末（ユビキタス・コミュニケーター）などが活用された事例があるが、将来

的には技術開発により、専用端末の機能が汎用的な携帯端末へ移行することが期待され

ている。 
 

（１）概要 

歩行者移動支援システムでは、歩行者は、この携帯情報端末が示す案内情報やサービ

ス情報を参考にして、自由なまち歩きや、必要な情報の収集を行う。携帯情報端末は、

場所情報コードの読取りや Push 型のサービスの提供を行い、歩行者に情報を伝達する手

法として、画面表示、音声再生、振動などの機能を用いるものである。 
 

（２）端末の種類 

これまでにモビリティサポートモデル事業で使用された携帯情報端末には、携帯電話、

スマートフォン、PC 、UC(ユビキタス・コミュニケーター)などがある。 
 
＜携帯電話＞ 

携帯電話は、日本国内で約 1 億 1500 万件が契約されており（2010 年 10 月現在）、ほ

ぼ１人１台持っている最も普及している携帯情報端末である。通話機能のほか、メール

機能やインターネット接続機能がほとんどの機種で搭載されている。また、多くの機種

で、GPS 受信機能、QR コードリーダー機能が搭載されている。 
 

＜スマートフォン＞ 

 近年 iPhone に代表されるスマートフォンの登場で、急速に普及台数を増やしている端

末である。携帯電話に備わった機能を踏襲しつつ、インターネットへの接続機能の強化

や、高機能アプリケーションの利用ができる等のメリットがある。携帯電話より広い画

面をもつ機種が大きく、利用者に与える情報を工夫しやすい。 
 
＜ＰＣ＞ 

インターネットからの情報取得や各種計算処理などを行える汎用機器。モバイル PC な

ど携行用の PC はあるが、基本は自宅やオフィス等で利用する。歩行者移動支援システム

では多くの場合、外出を予定する利用者の外出先情報の事前取得のためなどに web サイ

トを利用する手段として用いられることが考えられる。 
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＜ユビキタス・コミュニケーター＞ 

ユビキタス・コミュニケーターは、電波マーカや IC タグなどの位置特定インフラから

場所情報コード(ucode)を受信し、その結果から利用者に必要な情報を提供することを目

的として開発された携帯端末である。 
モビリティサポートモデル事業のほか、自律移動支援プロジェクトを始め、全国各地

の歩行者向け移動支援関連の実証実験等で研究開発が進められてきた端末である。ユビ

キタス・コミュニケーターは、その機能を将来的に汎用端末へ展開することを目的に、

スマートフォンへの組込を実施予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 39 各種の携帯情報端末イメージ 

 

 
 
 
 

 

出典：ユーシーテクノロジ 

出典：Apple 出典：SHARP 出典：AU 

携帯電話 スマートフォン 

ユビキタス・コミュニケーター PC 

出典：NEC 
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（３）各端末の特徴 
歩行者移動支援システムに端末を使用する場合の特徴を表 8 に整理する。 

表 8 各端末の特徴 

種類 
携帯電話 スマートフォン PC 

ユビキタス 

コミュニケーター 

概要 多くの人々に普及した 

携帯端末 

近年台数を増やしている高機

能携帯端末 

高性能で汎用的な計算処理

が行えるコンピュータ 

多くの位置特定インフラに

対応した携帯情報端末 

活用事例 いすみ地区（H21) 

西神中央地区（H21) 

室戸地区（H21) 

台東区谷中地区（H22) 

横須賀地区（H22) 

篠山地区（H22) 

福岡天神地区（H21,H22)

嵐山地区（H22) 

篠山地区（H22) 

墨田地区（H21) 

篠山地区（H22) 

銀座地区（H21,H22） 

橿原地区（H21） 

津和野地区（H22） 

位
置
特
定
技
術
と
の
対
応 

電波マーカ × × × ○ 

赤外線 

マーカ 
× × × ○ 

路面マーカ × × × ○ 

ICタグ × × ○ ○ 

QRタグ ○ ○ × × 

GPS ○ ○ 
○ 

（専用端子が必要） 

○ 

（専用端子が必要）

Wi-Fi × ○ ○ ○ 

IMES ○ × × × 

主な特徴 

・ 多くの人々が保有する機

器であるため、利用しや

すい。 

・ 多くの人々が持つ端末で

あるため、最初に多くの利

用者を確保しやすい。 

・ QRコードを活用した携帯

電話向けWebサイトの構

築は、比較的短期間で開

発できる。 

・ 個人の機器を使用する場

合は、アプリケーションの

ダウンロードやデータ通

信費用が個人負担で発

生する。 

・ 電源を常時立ち上げた状

態が必要な、プッシュ型

のサービスには適さない。 

・ 軽量で広い画面を持つ

端末が多く、外出時でも

インターネットのアプリケ

ーションを利用できる。

・ 現状は普及中の機種が

多く、今後の状況に注

目される。 

・ 高機能のアプリケーショ

ンを作成して歩行者移

動支援システムの高性

能化を図ることが期待で

きる。 

・ 個人の機器を使用する

場合は、アプリケーショ

ンのダウンロードやデー

タ通信費用が個人負担

で発生する。 

・ 専用アプリケーションの

開発には、キャリアや機

種メーカの許可が必要

な場合があり、審査に必

要な時間を確保する必

要がある。 

・ 移動制約者の持ち運

びににはあまり適さな

い。外出前の自宅から

の事前情報の取得な

どの利用が考えられ

る。 

・ 高機能のアプリケーシ

ョンを作成して、豊富

な情報を提供すること

ができる。 

・ 基本的には携行用に

は適さない。専用の機

器（電動カートや設置

型サイネージ等）に据

え置く等の工夫が必要

になる。 

・ プッシュ型のサービ

スを適える電波マー

カ等の位置特定イン

フラと親和性が高い。

・ 市場での普及性が低

いため、端末を利用

するために専用のア

プリケーションを開発

する負担が大きい。

・ 専用機器で位置特

定インフラとセットで

事業を開始するため

に費用が高くなる。 

・ 美術館や公園などで

貸し出しでサービス

の運用実績がある。

上記活用事例の中には、一部機能のみを利用し、歩行者移動支援システムを構築している場合がある。 
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①携帯電話を利用した事例紹介 

●車いす使用者に使いやすい位置に設置 

いすみ地区(平成 21 年度)の場合 

いすみ地区では、バス路線と交通アクセス情報を連携させ、また地域を訪れた来

訪者へ地域の経路情報やバリアフリー情報を提供する Web ページを設け、市内のバ

ス停に貼り付けた QR コードから携帯電話で情報提供できるモデル事業を行った。 

 
 
 
 
 
 
 

図 40 いすみ地区の携帯電話を用いたモデル事業の事例 

 
②スマートフォンを利用した事例紹介 

●外国人向けに交通施設情報を提供 

福岡天神地区(平成 21 年度、平成 22 年度)の場合 

福岡天神地区では平成 21 年度に、市内を訪問する外国人向けに市内のモデルコー

ス等の情報を多言語で提供するモデル事業を行った。また平成 22 年度は、天神地下

街の経路案内を行う実験をして、階段を用いないで地上へ出るルートの探索などの

実験を実施している。福岡地区で用いた端末には、市販のスマートフォンを用いる

ことを試み、Wi-Fi を活用した位置特定や外国人向けのサービスの方法を検証した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 41 福岡地区のスマートフォンを使ったモデル事業の事例 

Wi-Fi 設置の環境 

スマートフォンのモ

バイル端末を使った、

現地での情報取得 移動支援情報の

提供 

各地の実践例 
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③ユビキタス・コミュニケーターの適用事例 

●視覚障がい者への音声による経路誘導支援を実施 

銀座地区(平成 21 年度、平成 22 年度)の場合 

銀座地区では、ユビキタス・コミュニケーターを端末として用いた歩行者移動支

援システムのモデル事業を実施した。平成 21 年度は、銀座地区を訪れた来訪者を対

象に、平成 22 年度は、視覚障がい者のモニターの方を対象に事業を行った。 

銀座地区では、平成 18 年度から自律移動支援プロジェクトの事業に関わっており、

電波マーカや赤外線マーカを位置特定インフラとして設置した環境があり、それら

を活かした端末の利用が実現できている。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

図 42 銀座地区のユビキタス・コミュニケーターを使ったモデル事業の事例 

 
④モバイル PC の適用事例 

●PhotoChatSystem を使った地域情報の共有化 

墨田地区(平成 21 年度)の場合 
    墨田地区では、モバイル PC を端末として用いる歩行者の移動支援サービスを実施

した。IC タグリーダから読み取った地域の情報や、現地で撮影したカメラ画像を、

端末の画面の上からメモなどを追加でき、同じ PhotoChatSystem を使う端末同士

で情報共有できる仕組みを実現した。 

 

 

 

 

 

図 43 墨田地区のモバイル PC を使ったモデル事業の事例 

ユビキタス・コミュニケーターを用いた情報提供を実

赤外線マーカ、無線マーカ 
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⑤端末上の専用アプリケーション開発 

 携帯電話やスマートフォンで動作する専用アプリケーションの開発では、通信キャリ

アや端末メーカーのアプリケーション審査が必要になる場合があり、審査に必要な開発

期間の確保と、審査登録費用が発生する場合がある。 

 
●事例紹介 

台東区谷中地区（平成 22 年）の場合 

台東区谷中地区のモデル事業では、携帯電話で電子透かし QR シールの読み取り

用アプリケーションの開発を行った。このアプリケーションの開発では３社の通信

キャリアに申請を行うことができるが、期間限定サービスであることから対象機種

を NTT ドコモのみに限定して開発することで、アプリケーションの審査登録費用を

抑えた。 

 

篠山地区（平成 22 年）の場合 

篠山地区では、iPhone（アップル社）製の端末を用いたサービスを行うために、

地図情報やバリアフリー情報を入手するためのサイトを構築した。このとき、開発

の申請が必要な、端末側のアプリケーションではなく、協議会が運営するサーバ側

のウェブページの開発に注力し、全てをウェブサイトとして利用できるようにして

開発申請を行わずに済ませる方法を採用した。 

 
 

⑥個人の端末を用いる場合 

 個人の端末を用いて、歩行者移動支援システムを活用する場合には、個人の端末に通

信費用がかかることを事前に利用者に伝えることが必要である。 

 費用が発生する場面としては、携帯電話で QR コードを読み取った後のインターネッ

トへの接続や、インターネットからの情報のダウンロード、GPS による位置情報の取得

などの場面がある。  

また、Push 型の情報サービスを運用する場合は、端末の電源を入れ続けることが必要

であり、場合によっては、GPS を起動させ続けることがあることから、端末の電源を急

速に消費することがある。電源に関する情報も通信料の発生と共に利用者に事前に伝え

ることが重要である。 
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3.5.アプリケーション・サービス 
（１）概要 

アプリケーション・サービス機能は、場所に関する情報と利用者の属性や要求に基づ

き、その場で利用者が必要とする情報を提供する機能である。 
アプリケーション・サービス機能については多種多様な民間主体が自由に参入し、サ

ービスを提供することが想定される。 
 
 
 
 
①公共交通との連携 

 歩行者移動支援システムでは、徒歩による移動経路の情報のみならず、公共交通機関

と連携して、地域の主要な施設等へのアクセスを支援することも可能である。 

 
●事例紹介 

西神中央地区（平成 21 年）の場合 

西神中央地区では、西神中央駅改札前に設置したデジタルサイネージ、西神バス

ターミナルのバス乗り場の標柱に QR コードを表示し、近郊の 40 箇所の施設への

移動案内情報を提供した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 44 公共交通情報と連携したアプリケーション 

●駅のデジタルサイネージから 

●バス停の QR コードタグから 

各地の実践例 
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●事例紹介 

福岡天神地区（平成 21 年、平成 22 年）の場合 

 福岡天神地区では、自分のいる場所を Wi-Fi（無線ＬＡＮ）やＧＰＳにより特定し、

現在地から目的地への経路・距離、目的地の情報、バス番号や到着時刻等を案内す

る機能を持った歩行者移動支援システムを構築し、バスを利用する歩行者への移動

支援サービスを実施した。 

 このサービスは、福岡地区で増加する外国人来訪者らへの、市内の移動支援に役

立てられた。目的地の情報を外国語（英、中、韓）で提供し、さらに訪問先の情報

を提供するだけでなく、目的地に移動するために乗車するバスへの移動案内を実施

することで、外国人への案内情報不足を補うものである。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 45 公共交通情報と連携したアプリケーション 

 

 

 

 

●サービスの提供範囲 

●バス路線の運行時刻を加味した移動支援情報提供 
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②地元住民らの協力で「おもてなし」のこころをアピール 

歩行者移動支援システムでは、地域住民などとの協力を得ることで、アプリケーショ

ン・サービスの充実を図ることも可能である。 

●事例紹介 

橿原地区（平成 21 年）の場合 

 奈良県橿原市今井町は、江戸時代の様式の建造物が多数保存される重要伝統的建

造物群保存地区である。近年の観光客の増加に伴い、観光ボランティアだけでは対

応が不十分であった。今井町では、住民が生活するプライバシー空間は守りつつ、

観光客へ地区の魅力を最大限に伝える「おもてなしの心」を持って迎えたいという

思いがあった。 

このような取り組みの中、歩行者移動支援システムを用い、 

・ ルートガイドにより観光客の立ち寄るエリアとその他のエリアを分ける

ことで、住民のプライバシー配慮 

・ 住民が登場する紹介映像など、地元住民の表情が見えるコンテンツの提供 

を実現した。観光客への「おもてなしの心」のアピールする方法として、歩行者移

動支援システム内のコンテンツには、住民らによる地域の魅力を紹介する映像が用

いられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図46 歩行者移動支援システムのコンテンツに登場する地域の観光ボランティアガイド 

 

歩行者移動支援システムでは、住民が登場する紹介映像が多数用意された 
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４．歩行者移動支援システムの継続的な運用体制について 

歩行者移動支援システムを用いたサービス運用にあたっては、移動制約者のニーズの把

握やこれに伴うシステムの維持更新、多分野にわたる関係者との調整などが必要となる。 
歩行者移動支援システムを地域の活動として継続的に運用するためには、様々な関係者

の協力が必要不可欠であり、そのためには協議会などを構成して、地域全体で活動を支え

ることが望ましい。 
（１）位置特定インフラの設置 

  位置特定インフラは、歩行者のニーズに合わせた位置特定のために、道路や公共施設、

場合に応じて民間の用地などに設置する場合がある。これらの設置を円滑に行うために

は、施設管理者や地権者、地元住民の協力が重要になる。 
 
（２）歩行空間ネットワークデータ・施設データの調査 

  歩行空間ネットワークデータや施設データの調査には、調査地区の資料の収集や、作

業時の立入許可、取得した情報のサービスでの利用・公開のための了解などで、地方自

治体や施設管理者（駅や地下街、公園など）の協力が必要になる。 
 
（３）歩行者移動支援サービスの充実化 

  歩行者移動支援サービスは、バリアやバリアフリーに関する情報だけなく、交通機関

情報やショッピングや観光に関する情報など多様な情報が盛り込まれることで、充実し

便利なものとなる。このとき、地域の交通事業者や、商工会、観光協会などの様々な主

体が一体となり、情報を提供することで、サービスが充実化する。 
 
（４）歩行者移動支援サービスの継続 

  歩行者移動支援サービスの提供には、サーバの運用などの技術的な支援や、コンテン

ツの更新、サービスの広報周知活動、貸し出し機器を用いる場合における貸し出し事務

作業などの運用面の取組が必要になる。地域の移動制約者らが、いつでもサービスを受

けられるために、これらの取組を長く継続させることが必要である。 
歩行者移動支援サービスを長く継続させるためには、地域が一体となった運用体制の

構築が重要である。継続的な運用を可能とするポイントとして、以下の点が考えられる。 
① 事業継続を前提とした運営がなされているか 
事業の開始時に実証実験の位置づけで協議会を運営した場合などは、技術的な効果

を確認した後に事業を終了することがある。当初から事業継続を前提とした意識を関

係者間で共有した上で事業に臨むことで、具体の目標立て、目標達成に向けた取組が

果たされやすいと考えられる。 
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② 地域全体としての取組になっているか 
移動制約者のみを対象としたサービスは商業ベースのビジネスモデルへの発展性が

困難な側面があり、そのため、運営の継続には地域の協力が重要である。この場合、

関連する地方自治体の地域施策に歩行者移動支援システムの運用を位置付けるなど、

全体計画や既存のバリアフリー事業等との連携において、行政からの支援や地域の協

力を得られるよう工夫することが重要になる。 
③ 事業を牽引する中心団体の存在 
事業を継続する上で、地元協議会を牽引し、地域や住民らへ普及活動に取り組む団

体の存在が重要である。例えば、地方自治体、第 3 セクター、大学、NPO、民間企業

等を問わず実務的な中心を担える機関が相当するが、これらの機関によるリーダーシ

ップが欠かせない。 
 

表 9 は、モビリティサポートモデル事業などで運用に携わった地域協議会などの構成

例である。 
 

 表 9 協議会の構成メンバーの例 

参加団体 役割の例 

地方自治体 
位置特定インフラの配置計画立案、バリアフリー計画立

案、公共機関や関連団体の連携取りまとめ 等 
地域ボランティア団体、

NPO 等 
導入システムの運用、広報、事務局、提供コンテンツの収

集・作成 等 

関連企業 
歩行者移動支援システムの企画、開発、運用サポート、提

供コンテンツの収集・作成 等 

交通団体 
鉄道やバスなどの移動支援に関する運行情報の提供、 
駅やバス停等の人が集まる場所での情報提供支援 等 

観光・商工会等 
地域の観光資源情報の提供、地域の店舗等の参加団体の取

りまとめ 等 

地域（民生委員、町内会等） 
歩行者移動支援システムの地域住民への理解促進、運営協

力 等 
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 ①長期継続の効果 

  歩行者移動支援サービスの活動を継続的に行うことで、地域の関係者の理解と協力が

得られやすくなるという効果が考えられる。例えば、銀座地区では平成 17 年度から「東

京ユビキタス計画」として歩行者移動支援システムに関する事業に取り組んでおり、5

年目となる平成 22 年には、コンテンツの提供に参加する地域店舗が 400 件を超えてい

る。また、新たな位置特定インフラの設置に関して、景観上の配慮への取組で地域と一

体となった活動が実現した。 

 
②運用経費の削減に向けた工夫 

  歩行者移動支援サービスの提供に必要となるサーバの維持費用については、地元自治

体のサーバ運営担当部局と共同運営化する案や、地元の NPO 団体や IT 企業と連携する

などして、経費削減に成功している事例がある。 

例えば、津和野地区（平成 22 年）ではサーバの運用を町の電算室で管理することとし、

篠山地区（平成 22 年）では、地元の第３セクターが運営の中心となり、サーバの管理を

実施することで、運用経費の削減を行っている。 
 

③位置特定インフラ等の設置に際しての地元協力 

 位置特定インフラは公共空間だけでなく、民家の敷地などへの設置が必要な場合が生

じる。このようなときには、個別に土地の所有者らへ協力依頼を行うこととなるが、そ

の前段階として、街の協議会に地元地域の代表者や商工会、観光協会の代表者らを交え

た運営協議会を開催すると、各種の依頼事項の手続きが円滑になる。 

 道路を占用する設備の取り付けなどでは、道路管理者らの事前協力体制を同様に取り

付けておくことが有効である。 

 また、情報提供内容に、交通機関の情報を加える場合は、バス運行会社等の交通事業

者の協力が必要である。 

 さらに歩行空間ネットワークデータの作成、バリアフリーマップの作成では、高齢者

団体や福祉団体との協力体制が有効になる。 

 これらの取組は、事業を推進する各地区で運用され、モデル事業から継続運用に至っ

た多くの団体で、有効に機能している。 

 例えば、嵐山地区（平成 22 年）や篠山地区（平成 22 年）では、移動制約者のための

移動支援の重要性や来訪者への情報提供サービスの向上を地域に説明することで、位置

特定に用いるための Wi-Fi 機器を、地域の店舗や個人住宅に設置する協力が得られ、運

用を継続させている。 

各地の実践例 
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④地域ボランティアとの連携 

 移動支援に必要となるバリア情報や施設情報の収集にあたっては、地域の人々の支援

が有効である。嵐山地区（平成 22 年）では、地域ボランティア団体らの協力を得てバリ

アフリーマップの作成や、バリアフリーコンテンツの整理を行った。また、バリアフリ

ー関連の情報をインターネットで広く公開することから、アフィリエイト（web 上の広

告による収入）の制度を活用し、情報提供者らの調査作業意欲向上に役立てている。 

 
⑤地域一体となった目標の共有 

  歩行者移動支援システムを継続するためには、運用に関わる関係者ら、地域が一体と

なった目標を共有することが重要である。例えば、嵐山地区（平成 22 年）では、世界的

な観光地である京都市において、子連れ・孫連れ・親連れ家族らへのサービス向上のた

めに協議会を立ち上げ、その活動の一環として、歩行者移動支援サービスを行っている。 

また、福岡天神地区（平成 21 年、22 年）では、近年増加する中国や韓国からの来訪

者への情報サービスや天神地下街への多くの方への情報提供のために、天神地区の Wi-Fi

環境を充実化させる取組を行っており、その活動の一環として歩行者移動支援サービス

を実施している。 
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５．まとめ 

（１）モデル事業に関する既存の成果 

 モビリティサポートモデル事業では、地域の実情やニーズに合わせて、多様な機器を用

いた歩行者移動支援サービスが実施された。これらの成果には、今後、歩行者の移動支援

に取り組む地方の参考となる意見やノウハウが多数含まれていると考えられる。 
 
（２）将来的なサービス提供のイメージ 

歩行者移動支援システムでは、国や民間のデータを活用した官民それぞれの多様なサー

ビスが考えられる。ICT を活用することで、官民それぞれが提供する情報や位置特定技術

などを組み合わせ、歩行者移動支援に関する様々なサービスが実現するものと期待される。 
例えば、商業地区が多い都市部は、買い物などの目的に訪れる移動制約者らが多いこと

から、買い物支援サービスと組み合わせたバリアフリー経路の案内や、バリアフリー施設

情報の提供などが考えられる。また、生活区域が広く所在する地方部では、生活者のプラ

イバシーを守る経路案内や、遠方までの移動前におけるバリア情報の事前確認機能などが

考えられる。また、都市部や地方部に関わらず公共交通と連携したサービスも有用である。 
図 47 は、歩行者移動支援システムに関わる情報の提供と、それらを組み合わせた様々な

サービスのイメージを示した図である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 47 各機関が管理する情報と提供するサービスのイメージ 

黄枠：国が枠組みを作り、

官民共同で運営を実施 
青枠：主として民

間が実施

赤枠：主として国・自

治体等が実施 

■場所情報コード
（国土地理院）
ucodeの規格を利用

■位置特定技術・
位置特定インフラ
（公・施設管理者・民間）

■バリアフリーマップ／見廻り支援（公＋住民参加）

■利用者らによるバリア情報の提供サービス（公＋住民参加）

■公物管理・設備点検

■災害時の緊急移
動・避難支援（公）

○○市赤ちゃんマップ○○市赤ちゃんマップ

電波マーカ電波マーカ ICタグICタグ

主として民間企業等が管理する情報

衛星測位 Wi-Fi測位

店舗情報 口コミ情報観光情報

■観光案内・外国語案内
（民間）

公共インフラや公共空間の管理物（公物）等の情報

主として公的機関が管理する情報

歩行空間ネット
ワークデータ

公物管理情報 道路交通情報バリアー情報

＊）同様のシステムを用いて実施可能な事項

■
標
識
・
交
通
情
報



62 62

（３）将来的なサービス提供に向けて 

 高齢者や障がい者など、あらゆる人々にとって有用な、ICT を活用した歩行者移動支援シ

ステムは、近年取組みが始まったところである。真に便利なサービスの展開や、歩行者移

動支援システムの全国への普及及び継続には、技術や制度のブラッシュアップや継続的な

運用が不可欠である。以下に、留意しておきたいポイントを挙げる。 

 

 

１）多様な位置特定技術の活用 

 位置特定技術や携帯情報端末などの技術は、地域の特性や利用者のニーズに合わせ、

それぞれの特徴を組み合わせて活用することが有効である。 

 例えば、都市部や地下街などで、GPS による位置情報の取得が困難な場所については、

電波マーカや赤外線マーカなど複数種類の位置特定インフラを組み合わせた位置特定技

術が有効である。また、スマートフォンに見られる高機能携帯端末の普及は、利用でき

る機能の幅を大きく広げ、多様な技術の組み合わせを可能とする方向性が見えてきてい

る。 

 

２）歩行空間ネットワークデータの活用 

歩行空間ネットワークデータは、歩行者の移動等を支援するために必要となる、歩行

経路の空間配置及び状況を表す基盤データである。 

  歩行者移動支援システムでは、歩行空間ネットワークデータを現地の状況と合わせた

新鮮なデータとして維持しながら活用することが必要になる。データの維持には、定常

的な情報の更新が不可欠であり、そのためには地域のボランティアや関係機関らの協力

が重要になる。 

また、より便利なサービスの提供に向けて、歩行空間ネットワークデータの地域特性

に合わせたデータ取得項目の選定や、追加項目の取得など、ニーズに応じた工夫も考え

られる。国土交通省では、歩行空間ネットワークデータの整備仕様(案)について、利用

者の立場に合わせて取得内容の詳細さの度合いをカテゴリー化した仕様へ、スパイラル

アップする方向性である。 

 

３）地域一体となった協力と取組 

  歩行者移動支援に関するサービスは、あらゆる人々にとって有用である。歩行者移動

支援サービスは、バリアやバリアフリーに関する情報だけなく、交通機関情報やショッ

ピングや観光に関する情報など多様な情報が盛り込まれることで、充実し便利なものと

なる。このとき、地域の交通事業者などの様々な主体が一体となった協力が重要になる。

また、歩行者移動支援サービスを継続的に運用するためには、技術面や運用面などで地

域の関係者らの協力が不可欠である。 
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地域の関係者ら全体で、技術や移動支援に関する情報を持ち寄ってシステムの運用や

コンテンツの維持などを行い、歩行者移動支援に関する気運を高めて活動することが重

要である。 
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１．歩行者移動支援システムの対象者とサービス 

歩行者移動支援システムの構築にあたっては、対象者やサービス内容に合わせて、位置

特定の要求精度や、提供する情報の内容などを検討する必要がある。特に、利用する位置

特定インフラの選定は、位置特定精度を左右するためサービス内容全体に影響する。 
歩行者移動支援システムの対象者の属性とサービスに必要な情報及び必要となる位置精

度について参考表１のとおりとする。 
 歩行者移動支援システムの計画の際に、移動支援対象者やサービス内容を考慮し、シス

テムで用いる位置特定技術の選択の参考にされたい。 
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参考表 1 歩行者移動支援システムの対象者とサービス内容 

対象と考えられる利用者属性 
位置特定インフラを利用した必要な位

置精度 

モビリティサポートモデル事業で取

り組んだサービス内容 

モビリティサポートモデル事業での取り組み事例の有無 

携帯電話・ 

QR コード 

スマートフォン・

GPS 

スマートフォン・

QR コード 

スマートフォン・

Wi-Fi 
UC・電波マーカ UC・IC タグ 

専用受信機・ 

電波マーカ 

(1)高齢者 
（例）歩行が困難、視力・

聴力が低下など 

状態・程度に応じ、他の属性項目（肢

体不自由者、視覚障がい者、聴覚・言

語障がい者など）の内容を適用 

バリアフリー情報の提供 

病院等の緊急情報の提供 

経路案内 

・H21 いすみ地区

・H22 台東区谷中

地区 

－ ・H22 篠山地区

・H21H22 福岡

天神地区 

・H22 篠山地区

・H21 銀座地区 

・H22 津和野地区
・H21 銀座地区 － 

(2)肢体不自由者 

（車いす使用者） 

手動車いすを使用 

交差点内のどこの歩道上かを特定でき

る程度の位置精度が必要 

（5m～10m 程度の位置精度が必要） 

バリアフリー情報の提供 

バリアフリールートでの経路案内 

・H21 いすみ地区 － ・H22 篠山地区

・H21H22 福岡

天神地区 

・H22 篠山地区

・H21 銀座地区 

・H22 津和野地区
・H21 銀座地区 － 

電動車いすを使用 ・H21 いすみ地区 － ・H22 篠山地区
・H21 福岡天神

・H22 篠山地区

・H21 銀座地区 

・H22 津和野地区
・H21 銀座地区 － 

 

 

 

 

(3)視覚障がい者 

全盲/明暗は識別できる

が文字は識別できない 
歩車道の区別、障害物の位置などを

特定できる程度の位置精度が必要。

（30cm～2m 程度） 

視覚障がい者向け周辺情報の提供

視覚障がい者向け経路案内 

－ － － － ・H22 銀座地区 ー － 

弱視（大きな文字は識別

可能） 
－ － － － ・H22 銀座地区 ー － 

(4)知的障がい者  

  精神障がい者  

  発達障がい者  

初めて訪れる場合 
交差点内のどこの歩道上かを特定でき

る程度の位置精度が必要 

（5m～10m 程度の位置精度が必要） 

通学ルート外れ検知、通学生徒位

置検出 

－ － － － － － ・H22 横須賀地区 

いつもと状況が変化した

場合 
－ － － － － － ・H22 横須賀地区 

(5)乳幼児連れ 

ベビーカーを使用して

いる場合 

交差点内のどこの歩道上かを特定でき

る程度の位置精度が必要 

（5m～10m 程度の位置精度が必要） 

バリアフリー情報の提供 

病院等の緊急情報の提供 

経路案内 

離れた家族の位置検出 

－ ・H22 嵐山地区 ・H22 篠山地区

・H21 H22 福岡

天神地区 

・H22 嵐山地区

・H22 篠山地区

・H21 銀座地区 

・H22 津和野地区
－ － 

乳幼児を抱きかかえて

いる場合 
－ ・H22 嵐山地区 ・H22 篠山地区

・H21 H22 福岡

天神地区 

・H22 嵐山地区

・H22 篠山地区

－ － － 

幼児の手をひいている

場合 
－ ・H22 嵐山地区 ・H22 篠山地区 ・H22 嵐山地区 － － － 

(6)外国人 
日本語が理解できない

場合 

交差点内のどこの歩道上かを特定でき

る程度の位置精度が必要 

（5m～10m 程度の位置精度が必要） 

多言語による情報提供 

・H21 室戸地区 

・H22 台東区谷中

 地区 

－ － 
・H21H22 福岡

天神地区 

・H21 銀座地区 

・H22 津和野地区

・H21 銀座地区

・H21 墨田地区

（PC を使用） 

－ 

(7)その他 
二地域居住者(普段は

地域外に住んでいる人） 

状態・程度に応じ、他の属性項目（肢

体不自由者、内部障がい者、視覚障

がい者、聴覚・言語がい者など）の内

容を適用 

経路案内 

バリアフリー情報提供 

交通情報提供 

・H21 いすみ地区

・H21 西神中央 

 地区 

－ － － － － － 
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２．場所情報コードの公開 

 国土地理院で検討中の場所情報コードは、誰もがいつでも利用できる情報となるように、

整備データを公開する方法を検討中である。 
 国土地理院で場所情報コードを発行し、利用するための手続きのイメージと、場所情報

コードの公開時のイメージを以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考図１ 場所情報コードの発行手続き案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考図２ 場所情報コードの公開イメージ 

場所情報コード：0-0001...

地物名 マンホール

地物属性 上水道施設

設置機関 ○○市

位置情報 B=355423.0

L=1393732.5

http://www.gsi.go.jp/

場所情報コード：0-0001...

地物名 マンホール

地物属性 上水道施設

設置機関 ○○市

位置情報 B=355423.0

L=1393732.5

http://www.gsi.go.jp/

ICタグ等を設置
・設置したICタグのシリアルコード（64bits）等
・測定した緯度・経度・高さ（標高・階層）
・設置した地物に関する基本情報

設置者

基本情報とは、
地物名
地物の属性
設置機関名
位置情報
詳細情報公開用URL

内容については

検討中

基本情報を送信

ucodeを返送

基本情報を公開

詳細情報を公開

位置情報の利用者

発番機関（当面は国土地理院）

ucodeをＩＣタグ等へ書き込み

論理場所情報コードを利用する場合

① コードを付与したい場所の

緯度・経度・高さ（階層）を計測

② 計測値から論理場所

情報コードを算出し利用

論理場所情報コード利用者

申請不要
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３．歩行空間ネットワークデータ整備仕様案におけるデータ取得項目 

 歩行空間ネットワークデータ整備仕様案 平成２２年９月 国土交通省に記載されている、

リンク、ノード、施設データ（公共施設、病院、公共用トイレ、指定避難所、出入口）に

関する属性の項目を記載する。 
 
参考表 2 リンク情報 

 
 
参考表 3 リンクに対して設定される経路情報 

項目名 形式 内容 

供用開始時間 文字列 
供用時間制限のある場合、サービス開始時刻を記入。供用時間

制限のない場合、省略。形式は HH-MM 

供用終了時間 文字列 
供用時間制限のある場合、サービス終了時刻を記入。供用時間

制限のない場合、省略。形式は HH-MM 

供用開始日 文字列 

道路・通路の供用開始前にネットワークデータを構築する場合、

供用開始日を記入。供用中の通路の場合、省略。書式は、「YYYY

（西暦） MM DD」の半角スペース区切り。 

供用終了日 文字列 

道路・通路の供用終了が予定されている場合、供用終了日を記

入。供用終了が予定されていない場合、省略。書式は、「YYYY（西

暦） MM DD」の半角スペース区切り。 

供用制限曜日 文字列 

供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記入。供用曜日制

限のない場合、省略。曜日を数字に変換(1：月曜日～7：日曜日)

し、複数曜日ある場合は数字の小さい順に続けて表記。 

方向性 コード 
0:両方向、1：起点より終点方向、2：終点より起点方向、 

9：不明 

通行制限 コード 
0：自由に通行できる、1：通り抜けが好ましくない（プライベ

ート空間）通路、2：料金の支払いが必要、9：不明 

有効幅員 コード 

0：1.0m 未満、1：1m 以上 1.5m 未満、2：1.5m 以上 2.0m 未満、3：

2.0m 以上、9：不明 

（当該リンク内の最小有効幅員（放置自転車等の可搬物を除く）

項目名 形式 内容 

リンク ID 文字列 リンク ID 

起点ノード ID 文字列 起点のノード ID 

終点ノード ID 文字列 終点のノード ID 

経路の種類 コード 

1：歩道、2：歩行者専用道路、3：園路、4：歩車共存道路、 

5：横断歩道、6：横断歩道の路面標示の無い交差点の道路、 

7：動く歩道、8：自由通路、9：踏切、10：エレベーター、 

11：エスカレーター、12：階段、13：スロープ、99：不明 

※ 地域特性や公共空間の利用状況に応じ、以下の経路の種類を

追加できるものとする。 

15:商店街、16：商店街入口、17：広場等最短リンク、 

18：広場等混雑回避リンク、19：観光ルート、 

20：雪や雨回避 



 69

をもって評価する。ただし、電柱、車止め等による局所的な幅

員の減少で、かつ１ｍ以上の幅員が確保されている場合は、局

所的幅員減少区間以外の最小有効幅員とする。） 

有効幅員緯度 文字列 
最小有効幅員の箇所の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

有効幅員経度 文字列 
最小有効幅員の箇所の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

縦断勾配 数値 リンク内の勾配の最大値を整数で表記（数量は％） 

縦断勾配緯度 文字列 
リンク内の縦断勾配の最大値の箇所の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

縦断勾配経度 文字列 
リンク内の縦断勾配の最大値の箇所の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

縦断勾配 コード 

0：手動車イスで自走困難な箇所なし、1：手動車イスで自走困

難・電動車イスでは走行可能な箇所あり、2：電動車イスでも走

行困難な個所あり 

横断勾配 数値 リンク内の勾配の最大値を整数で表記（数量は％） 

横断勾配緯度 文字列 
リンク内の横断勾配の最大値の箇所の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

横断勾配経度 文字列 
リンク内の横断勾配の最大値の箇所の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

路面状況 コード 0：通行に問題なし、1：土、2：砂利、3：その他、9：不明 

段差 コード 
0：2cm 未満、1：2～5cm 、2：5～10cm、3：10cm 以上、9：不明

（当該リンク内の最大段差をもって評価） 

段差緯度 文字列 
リンク内の最大段差箇所の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

段差経度 文字列 
リンク内の最大段差箇所の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

最小階段段数 数値 
階段段数を整数で表記。なお、場所により段数が異なる場合に

は最小階段段数を表記。 

最大階段段数 数値 
場所により段数が 異なる階段の最大階段段数を表記。なお、

全ての場所で同じ段数の場合には記載不要。 

手すり コード 
0：なし、1：右側にあり、2：左側にあり、3：両側にあり、9：

不明 （方向は起点側から見た方向） 

蓋のない溝、水路

の有無 
コード 0：なし、1：あり、9：不明 

バス停の有無 コード 0：なし、1：あり、9：不明 

バス停の緯度 文字列 
リンク内にバス停が存在する場合の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

バス停の経度 文字列 
リンク内にバス停が存在する場合の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

視覚障がい者誘

導用ブロック 
コード 

0：視覚障がい者誘導用ブロックの設置なし 1：縦断方向に敷

設され視覚障がい者の誘導が可能、9：不明 

補助施設の設置

状況 
コード 

0：なし、1：車イスステップ付きエスカレーター 2：階段昇降

機 3：段差解消機 4：音声案内装置 6：その他の補助施設、

9：不明 （人的介在施設は対象としない） 

補助施設の緯度 文字列 
リンク内に補助施設が存在する場合の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

補助施設の経度 文字列 
リンク内に補助施設が存在する場合の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）
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エレベーターの

種別 
コード 

0：障害対応なし、1：点字・音声あり、2：車イス対応、3：1・

2両方、9：不明 

エレベーターの

緯度 
文字列 

リンク内にエレベーターが存在する場合の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

エレベーターの

経度 
文字列 

リンク内にエレベーターが存在する場合の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

信号の有無 コード 
0：信号なし 1：時差式信号あり 2：押しボタン式信号あり

3：これら以外の信号、9：不明 

信号の緯度 文字列 
リンク付近に信号が存在する場合の信号の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

信号の経度 文字列 
リンク付近に信号が存在する場合の信号の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする（座標系は世界測地系）

信号種別 コード 0：音響なし、1：音響あり、9：不明 

日交通量 数値 
日交通量を整数で表記（センサス対象区間のみ記載、非対象区

間は未記載） 

主な利用者 コード 0：歩行者、1：車両 

通り名称または 

交差点名称 
文字列 

通称名がある場合は記入（リンクが交差点の場合は、交差点名

称を記入） 

エスコートゾーン コード 0：なし、1：あり、9：不明 （リンクが交差点の場合に記入）

リンク延長 数値 
リンクの延長を 10cm 単位で記載（例：5.2m）(経路の種類がエ

レベーターの場合には記載不要) 

 
 
参考表 4 ノード情報 

種別 項目名 形式 内容 

一般 

ノードＩＤ 文字列 ノード ID 

緯度経度桁数 

コード 
コード 

1：1/10 秒単位、2：1/100 秒単位、3：1/1,000 秒

単位のいずれか 

位置情報 

緯度 文字列 

中心位置の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

経度 文字列 

中心位置の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

高さ 文字列 階層数(中間階は、「●.5」、屋外は「0」を記入)

接続リンクＩＤ 文字列 接続するリンク ID を記入 

 
 
参考表 5 公共施設の情報 

種別 項目名 形式 内容 

公共施設 

施設 ID 文字列 施設 ID 

名称 文字列 施設の名称 

所在地 文字列 施設の所在地 

電話番号 文字列 施設の電話番号 

緯度経度桁数 

コード 
コード 

1：1/10 秒単位、2：1/100 秒単位、3：1/1,000 秒

単位のいずれか 
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緯度 文字列 

中心位置の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

経度 文字列 

中心位置の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

階層 文字列 階層数 

供用開始時間 文字列 
供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記入。供

用時間制限のない場合、省略。形式は HH-MM 

供用終了時刻 文字列 
供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記入。供

用時間制限のない場合、省略。形式は HH-MM 

供用制限曜日 文字列 

供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記入。

供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数字に変換

(1：月曜日～7：日曜日)し、複数曜日ある場合は数

字の小さい順に続けて表記。 

多目的トイレ コード 
0：なし、1：あり（オストメイト対応なし）、 

2：あり（オストメイト対応あり） 

 
 
参考表 6 病院の情報 

種別 項目名 形式 内容 

病院 

施設 ID 文字列 施設 ID 

名称 文字列 施設の名称 

所在地 文字列 施設の所在地 

電話番号 文字列 施設の電話番号 

緯度経度桁数 

コード 
コード 

1：1/10 秒単位、2：1/100 秒単位、3：1/1,000 秒

単位のいずれか 

緯度 文字列 

中心位置の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

経度 文字列 

中心位置の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

階層 文字列 階層数 

診療科目 文字列 
1：内科、2：小児科、3：外科、4：産婦人科、8：そ

の他複数科の場合は数字の小さい順に続けて表記 

休診日 文字列 

休診日のある場合、休診する曜日を数字に変換(1：

月曜日～7：日曜日)し、複数曜日ある場合は数字の

小さい順に続けて表記（診療科目ごとに休診日が異

なる場合は別施設とする） 

多目的トイレ コード 
0：なし、1：あり（オストメイト対応なし）、 

2：あり（オストメイト対応あり） 
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参考表 7 公共用トイレの情報 
種別 項目名 形式 内容 

公共用 

トイレ 

施設 ID 文字列 施設 ID 

緯度経度桁数 

コード 
コード 

1：1/10 秒単位、2：1/100 秒単位、3：1/1,000 秒

単位の 

いずれか 

緯度 文字列 

中心位置の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

経度 文字列 

中心位置の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

階層 文字列 階層数 

男女別 コード 
1：男、2：女、3：共用 

（男女別の場合は施設を２つに分ける） 

有料無料の別 コード 1：無料、2：有料 

多目的トイレ コード 
0：なし、1：あり（オストメイト対応なし）、 

2：あり（オストメイト対応あり） 

ベビーベッド コード 0：なし、1：あり 

供用開始時間 文字列 
供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記入。供

用時間制限のない場合、省略。形式は HH-MM 

供用終了時刻 文字列 
供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記入。供

用時間制限のない場合、省略。形式は HH-MM 

供用制限曜日 文字列 

供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記入。

供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数字に変換

(1：月曜日～7：日曜日)し、複数曜日ある場合は数

字の小さい順に続けて表記。 
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参考表 8 指定避難所の情報 
種別 項目名 形式 内容 

指定避難所 

施設 ID 文字列 施設 ID 

施設種別 コード 1：広域避難所、9：その他の避難所 

地区名 文字列 施設の所在地区名 

名称 文字列 施設の名称 

所在地 文字列 施設の所在地 

電話番号 文字列 施設の電話番号 

緯度経度桁数 

コード 
コード 

1：1/10 秒単位、2：1/100 秒単位、3：1/1,000 秒

単位の 

いずれか 

緯度 文字列 

中心位置の緯度 

小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

経度 文字列 

中心位置の経度 

小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 

（座標系は世界測地系とする） 

階層 文字列 階層数 

風水害対応 コード 0：不可能、1：可能 

多目的トイレ コード 

0：なし、1：あり（オストメイト対応なし）、2：あ

り 

（オストメイト対応あり） 

 
 
参考表 9 出入口情報 

項目名 形式 内容 

出入口 ID 文字列 出入口 ID 

対応ノード ID 文字列 対応するノード ID を記入 

対応施設 ID 文字列 対応する施設 ID を記入 

出入口の名称 文字列 
出入口の名称を記入（なお、出入口名称が無い場合には空欄と

する） 

出入口の有効幅員 コード 

0：1.0m 未満、1：1m 以上1.5m 未満、2：1.5m 以上2.0m 未満、

3：2.0m以上、9：不明 

（当該リンク内の最小有効幅員をもって評価する。 

扉の種類 コード 

0：なし、1：自動ドア、2：自動ドア（押しボタン式）、 

3：手動式引戸、4：手動式開戸、5：回転ドア、 

6：その他のドア、9：不明 

段差 コード 

0：2cm 未満、1：2～5cm 、2：5～10cm、3：10cm 以上、 

9：不明 

（当該出入口内の最大段差をもって評価） 
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４．モビリティサポートモデル事業サービス事例 

  平成 21 年度と平成 22 年度に実施したモビリティサポートモデル事業のサービス事例

を以降に記載する。 
地区 千葉県いすみ市 いすみ地区（H21） 
実施主体 いすみ市モビリティサポート事業推進協議会 

（いすみ市、商工会、観光協会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、公共

交通機関各社、建設コンサルタント、他） 

事業の目的 モビリティサポート事業の活用による「人にやさしいまちづくり」を推進し、

高齢者が一人でも安心して外出できる環境づくり、二地域居住者にも暮らし

やすい（わかりやすい）環境づくり、観光客にも行動しやすい環境づくりを

実施する。 

地域性 地方部／生活地域・観光地 対象者 居住者、二地域居住者、

観光客 
事業区域 ＪＲ大原駅を中心とした概ね半径１ｋｍ内外のエリア 

実施内容 

・バス停留所に設置した QR コードから携帯電話で、まちの情報に簡単にアクセスを実現

することができる環境整備。 
・目的地までのルート案内、歩行者移動支援情報の提供。 
・まちなかの買い物・グルメ情報、観光情報などまちの魅力を紹介。 
・医療情報（平日及び休日・夜間の救急医療）やバリアフリートイレなどの安心に関する

情報の提供。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
システム

概要 

位置特定技術 ＱＲコード（Pull 型） 

場所情報コード バス停等に貼り付けるＱＲコードの ID 番号

（ucode）として利用 
歩行空間ネットワークデ

ータ・施設データ 

バリア情報を提供するためのバリア箇所のデータ

のみ整備 
携帯情報端末 携帯電話 
アプリケーション 

 

携帯電話を利用した、地域情報、バリアフリー情

報、バス停からの目的地経路情報の提供 
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システム構成 

 
 
 

成果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在の運用状況 

・平成 21 年度でサービス提供を終了。 
本事業の特長と課題 

特長 

・土地勘の無い訪問者、観光客でも容易に

まちの情報を入手することができる（障

がい者にとってはバリアフリートイレ

などの情報を事前に入手でき、便利であ

る）。 
・一般に普及している携帯電話を使用する

ことができる。 
・QR コードはポスターやパンフレットに

転載可能で、広報効果を期待できる。 

課題 

・バス停などに QR コードを貼り付ける際に

は、利用者が読み取りやすいように貼り付

ける高さの配慮が必要になる。 
・情報提供箇所が、QR コードの設置場所に

限定される。 
・情報取得には利用者にパケット料金が発生

する。そのため、パケット通信料について

利用者に注意を促す必要がある。 

問い合わせ先： 

いすみ市企画政策課(TEL:0470-62-1382) 

バス停等に貼り付けたQR

コードや、バリアフリー情

報を提供するいすみ市サ

ーバ及び、両者の接続を管

理するucode関係データベ

ースからシステムを構成

する。 
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地区 東京都中央区 銀座地区（H21） 
実施主体 「東京ユビキタス計画・銀座」実施協議会 

（東京都、国土交通省、学識経験者、地域団体他） 
事業の目的 銀座には、魅力的な店舗や豊富な観光資源が数多く存在する。一方で、外国

人を含む来街者や観光客の多様なニーズに対し、街の魅力を十分に情報発信

しきれていない。歩行者移動支援システムを通じて来訪者に銀座の魅力を伝

える。 
地域性 都市部／観光地 対象者 観光客 外来者 
事業区域 中央区銀座地区（銀座通り約 2km、晴海通り約 1km、参加店舗 67 件） 

実施内容 

・銀座地区のホテル５箇所（宿泊客対象）、その他２箇所（一般来訪者対象）で一般来

訪者にユビキタス・コミュニケーターを貸し出し、銀座地区の情報を提供。 
・電波マーカ等の位置特定インフラを整備促進するために、位置特定インフラを道路に

取り付けるための法的位置付けを検討。 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
システム

概要 

位置特定技術 電波マーカ、赤外線マーカ（Push 型） 
IC タグ（Pull 型） 

場所情報コード 位置特定インフラから発信される ID 番号（ucode）
として利用 

歩行空間ネットワーク

データ・施設データ 

平成 20 年度に整備した歩行空間ネットワークデー

タを経路案内に利用 
携帯情報端末 専用端末(ユビキタス・コミュニケーター) 
アプリケーション ユビキタス・コミュニケーターを利用した経路案

内、音声ガイド、周辺情報、店舗情報等提供、多言

語情報提供 

ユビキタス・コミュニケーターを用いた情報提供を実施 

赤外線マーカ、電波マーカ 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

 ・店舗、ホテル等の協力を得て、半年程度の長期に渡り情報サービスを提供することが

でき、官民連携による継続的な運営体制を試行した。 
 ・道路に設置する位置特定インフラや、提供する情報について法的位置づけを整理し、

今後の方向性を検討した。 
 

現在の運用状況 

 ・平成 23 年度のサービス提供に向け準備中。 

事業の特長と課題 

特長 

・利用者端末が専用端末のため、アプリケ

ーションの開発次第では、携帯電話に比

べ提供する情報の形態、量（動画や音声

など）を幅広く設定できる。 
・コンテンツは、情報更新用のサイトを設

けており、協力店舗等からリアルタイム

な情報提供が可能である。 

課題 

・多くの位置特定インフラの設置や民間のコ

ンテンツ提供を行うサービスの実現には、

官民相互の協力や各施設管理者の協力が重

要である。 
 

問い合わせ先： 

「東京ユビキタス計画・銀座」実施協議会(東京都都市整備局総務部企画経理課) 

(TEL:03-5388-3268) 

(http://www.tokyo-ubinavi.jp/) 

道路等に設置され

た電波マーカ等か

ら場所情報コード

を受信することで、

利用者の場所を特

定し、場所に応じた

情報（誘導案内、歴

史、店舗等）をプッ

シュ型で配信する。 
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地区 東京都中央区 銀座地区（H22） 

実施主体 

 

「東京ユビキタス計画・銀座」実施協議会 
（東京都、国土交通省、学識経験者、地域団体他） 

事業の目的 地下を含む商業地において電波マーカ等を活用した音声案内により、視覚障

がい者が目的地へ的確に移動することができ、移動の際にまちを楽しむこと

を支援するための情報提供方法を検証する。 

地域性 都市部／地下街 対象者 視覚障がい者 

事業区域 中央区銀座地区 

実施内容 

・ 地下を含む商業地において、視覚障がい者が的確に移動でき、まちを楽しむための情

報提供を実施。 
・ 電波マーカや路面マーカ等の位置情報を活用した、視覚障がい者の道案内及び周辺情

報の提供。 
・ ルートを記憶することなく、視覚障がい者が一人でも不自由なく歩ける環境の構築。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 電波マーカ（Push 型）、赤外線マーカ（Push 型）

路面マーカ（Push 型） 

場所情報コード 位置特定インフラから発信する ID 番号（ucode）
として使用 

歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 

使用していない 
 

携帯情報端末 専用端末（ユビキタス・コミュニケーター） 
アプリケーション 現在位置、目的地までの経路誘導、移動の障害に

なるものの注意喚起、周辺情報提供 

電波マーカ

赤外線マーカ
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

・ 視覚障がい者への、音声による位置情報提供の有効性を確認できた。 
・ 骨伝導ヘッドホンによる音声提供に対する一定の評価が得られた。 
・ 路面マーカの設置により、健常者と視覚障がい者に対して、精度の高い位置特定が

可能であることが検証できた。 
・ 視覚障がい者が不自由なく歩けるための情報は個人差が大きいことが分かった。 

現在の運用状況 

・ 平成 23 年度のサービス提供に向け準備中。ただし、視覚障がい者用サービスにつ

いては、平成 22 年度で終了。 

事業の特長と課題 

特長  

・利用者端末が専用端末のため、アプリケ

ーションの開発次第では、携帯電話に比

べ提供する情報の形態、量（動画や音声

など）を幅広く設定できる。 
・骨伝導ヘッドフォンによる音声提供によ

り、外界からの聴覚情報と端末からの音

声案内の両方を受け取ることができる。 
・路面マーカの設置により、交差点の角な

どで高精度の位置特定ができる。 

課題 

・視覚障がい者への案内は、情報のニーズ

の個人差が大きく、提供する情報の精査

が必要である。 
・詳細な道案内情報の提供には、高密度な

位置特定インフラの設置が必要である。 
・多くの位置特定インフラの設置や､それを

必要とするサービスの実現には、官民相

互の協力や各施設管理者の協力が重要で

ある。 
問い合わせ先： 

「東京ユビキタス計画・銀座」実施協議会(東京都都市整備局総務部企画経理課) 

(TEL:03-5388-3268) 

(http://www.tokyo-ubinavi.jp/) 

①位置特定技術

②場所情報
コード

③携帯情報端末
場所情報コードを発信し、
高精度かつリアルタイムな
位置特定を実施

場所情報コードを基にアプリケーション・
サービスと連携し、場所や利用者の属性
に応じ、経路情報や施設情報など様々
な情報を表示

（アプリケーション例）
・目的地、施設情報検索
・安全経路探索
・周辺情報提供

論理的な場所を
示す場所情報
コード
（ucode)

場所情報コード
の発信

受信

④アプリケーション・サービス

場所情報コード、歩行空間ネットワーク
データ、施設データなどの情報を利用し、
提供する情報を解析

場所情報コード
解決サーバ

場所情報コードに
応じたサービスを
問合せ

情報を問合せ
Wi-Fi測位

（精度10～30ｍ）

＜Push型（アクティブ）の情報提供＞

汎用端末

赤外線マーカ
（精度1～3ｍ）

無線マーカ（精度10～30ｍ）

ユビキタス・コミュニケータ

ICタグプレート

＜Pull型情報提供＞

路上マーカ（精度1～5ｍ）
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地区 東京都台東区 台東区谷中地区（H22） 
実施主体 台東区谷中地区モビリティサポートモデル事業推進協議会 

（台東区、ICT 企業、コンサルタント他） 

事業の目的 

 

”誰にもわかり易く、便利で楽しい、しかも安心”な街歩きの実現 
 

地域性 都市部 対象者 高齢者、外国人 

事業区域 台東区谷中地区 

実施内容 

・ 電子透かし技術付きＱＲコードを観光案内板、情報板等に貼付し、携帯で読み取り。

・ バリア情報、観光情報提供を実施。また、歩行空間ネットワークデータを利用した

経路案内を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
システム

概要 

位置特定技術 電子透かしつき QR コード（Pull 型） 

場所情報コード 歩行空間ネットワークデータのリンク等の ID 番

号として使用 

歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 

谷中地区の約 5km を整備 
 

携帯情報端末 携帯電話 
アプリケーション 経路案内情報、歩行空間情報（坂道や段差の有無

等）、現在地周辺の画像表示、観光情報の提供 

案内板貼付型 

路面標示型 

案内される経路情報には、地元住民の生活区域を避け

たルートが表示される。 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成果 

・ 既設の観光案内板に記載された複数の目的地となる施設に QR コードを貼付け、現

在地情報だけでなく、目的地の位置を特定することで、高齢者や外国人を問わずに

直感的に目的地を探すことができた。 
・ 路面表示型電子透かし QR コードは、携帯電話からの情報提供を補完した。 

現在の運用状況 

・ 平成 22 年度でサービス提供を終了。 
事業の特長と課題 

特長  

・既存の案内板と web の情報を組み合わせる

ことで、直感的で分かりやすい経路案内が

できる。 
・路面設置型の QR コードを用い、web の情

報と組み合わせた直感的で分かりやすい案

内情報が提供できる。 
・独自に開発した経路探索アプリケーション

の検索結果を既存の地図配信サービスに展

開する仕組みとすることで、開発コストを

低減することができる。 
・一般に普及している携帯電話を使用するこ

とができる。 

課題 

・既存の案内板などに QR コードを貼り付

ける際には、利用者が読み取りやすいよ

うに貼り付ける高さの配慮が必要にな

る。 
・情報取得には利用者にパケット料金が発

生する。そのため、パケット通信料につ

いて利用者に注意を促す必要がある。 

問い合わせ先： 

台東区文化産業観光部にぎわい計画課(TEL:03-5246-1328) 

①位置特定技術（電子透かしQR）

②場所情報
コード

⑤携帯情報端末（携帯電話）

③歩行空間ネット
ワークデータ

④施設データ

電子透かしＱＲのＩＤを読み
取り、場所情報コードＤＢに
て、現在位置と目的場所の

高精度な位置
特定を行う。

電子透かしＩＤ、場所情報コードを基にアプリ
ケーション・サービスと連携し、場所や利用者
の目的に応じ、経路情報や施設情報など様々
な情報を表示

（アプリケーション例）
・目的地までの推奨経路
・施設情報検索
・安全経路探索
・周辺情報提供メタデータ管理

DB
地理情報管理

DB
公共施設やトイレ等の
施設データ

論理的な場所を
示す場所情報
コード

場所情報の繋がりや、歩
行空間上のバリア情報の
有無等を示すデータ

電子透かしＩＤ
の読み取り

⑥アプリケーション・
サービス

電子透かしＩＤ、場所情報コード、歩行空間ネッ
トワークデータ、施設データなどの情報を利用
し、提供する情報を三次元解析することで、ワ
ンアクションで情報提供。メニュー形式も採用。

電子透かしＩＤ、
場所情報コード管理

ＤＢ

場所情報コードや
個人の目的に応じ
たサービスを自動
解析

ナビゲーション
サービス等

情報を問合せ
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地区 東京都墨田区 墨田地区（H21） 
実施主体 すみだ次世代モビリティ開発コンソーシアム 

（墨田区、観光協会、ICT 企業） 
事業の目的 ・国内外の観光客が墨田区をより楽しむ仕組みの構築 

・観光情報・飲食店情報の提供 
・電気自動車に乗車中の情報提供方法の検討 

地域性 都市部／観光地 対象者 観光客 

事業区域 JR 両国駅周辺、向島地域 

実施内容 
・電気自動車などの移動体に乗車中に提供する観光情報の検討 
・実証実験において、①観光情報の提供、②周辺地図・周辺の観光スポット情報の提供、

③Photo Chat System（デジタル写真・メモ書き）の利用、④電気自動車の利用、 
⑤携帯端末の充電を実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 IC タグ（Pull 型、Push 型双方を利用） 

場所情報コード 案内板等に貼り付けた IC タグの ID 番号（ucode）
として利用 

歩行空間ネットワークデ

ータ・施設データ 

使用していない 

携帯情報端末 専用端末（Photo Chat System） 
アプリケーション 観光情報提供、地図情報提供、多言語情報提供 
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成果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の運用状況 

・平成 21 年度でサービス提供を終了。 
事業の特長と課題  

特長 

・カメラ付モバイル PC を端末として利

用し、インターネット上の機能（ブロ

グ等）と連動したサービスを提供でき

る。 
・モバイルPCは機能の拡張ができ、Push

型、Pull 型の両方の位置特定インフラ

に対応できる。 

課題 

・Pull 型の IC タグは、利用者が確実に発見で

きるよう、視認性を確保した設置の工夫が必

要である。 
・地元に密着したコンテンツの提供には、地元

商工会や観光協会などとの協力関係が重要

である。 
 

問い合わせ先： 

(株)早稲田環境研究所(TEL:03-5272-6326) 

システム構成 
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地区 神奈川県横須賀市 横須賀地区（H22） 
実施主体 武山養護学校モビリティサポート協議会 

（横須賀市、葉山市、武山養護学校、地域町内会、ICT 企業、公共交通機関

他） 
事業の目的 情報端末を利用した特別支援学校生徒の「自力通学」を支援 

地域性 地方部 対象者 特別養護学校の生徒及びその

介助者(保護者、教職員) 
事業区域 武山養護学校周辺部およびバスターミナル 

実施内容 

・ 生徒が持つアクティブ IC タグからの電波を読取装置が受信し、登下校中の生徒の位

置情報を把握するとともに、保護者や教職員に通知。 
・ 養護学校生徒の自力通学をサポートするとともに、保護者・教職員の負担を軽減。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 電波マーカ（Push 型） 

場所情報コード 電波マーカ受信機の位置情報として使用 
歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 

使用していない 
 

携帯情報端末 携帯電話、PC 
アプリケーション 正常ルート案内、指定ルート外の移動時の検出 

バスの乗車案内、通過ルート表示 

 
 

インターネット網インターネット網

管理センター

通過場所
通過時刻

u-code に紐づけた生徒の位置を特定し、通過場所・通過

時間を管理保護者・教職員等へメールで送信するとともに

web サイトで情報表示。 

生徒が持つアクティブタグ

から、読み取り装置にu-code
を送信 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成果 

・ これまで自力通学ができなかった 4 名の生徒が、自力通学を始めた。 
・ 保護者が職場で子どもの登下校中の位置を確認できるため、仕事に集中できるよう

になった等、保護者の精神的負担を軽減できた。 
・ 知的障がい者等が所有する携帯電話に、経路を外れた場合の警告情報を提供するこ

とが有効であり、携帯電話が情報提供の手段として活用可能であることが分かった。

・ 知的障がい者等、自分で判断することの難しい人の移動の見守りに有意義であった。

現在の運用状況 

・ 平成 22 年度でサービス提供を終了。 

事業の特長と課題 

特長  

・利用者は離れた場所にいる生徒や家族ら

の位置情報を適切に知ることができ、安

心感を得られる。 
・養護学校生徒の自力通学の支援に効果が

発揮できる。 
・一般に普及している携帯電話を使用する

ことができる。 

課題 

・利用者が持つ IC タグからの通信が遮断さ

れ、サービス提供が不可能となった場合の

対応方法を検討する必要がある。 
 

問い合わせ先： 

(株)リージョナルプロモーション(TEL:046-876-0412) 

1

位置特定技術

場所情報
コード

携帯情報端末

Push型で読取り装置に
u-codeを送信

場所情報コードを基にアプリケーション・サービ
スと連携し、場所や利用者の属性に応じ、通過
情報、経路情報を表示

自立移動支援
・通過情報提供
・通貨履歴管理

読取り装置に格納さ
れた場所情報コードと、
u-codeを紐づけて、
現在位置を特定

生徒の通過情
報を発信

アプリケーション・
サービス

場所情報コード、u-codeタグを情報を利用
し、提供する情報を解析

場所情報コードや個
人属性に応じた
サービスを問合せ

情報を
問合せ

携帯電話およびＰＣ

読取り装置

U-codeを送信

アクティブタグを保持

アクティブタグ

位置情報提供

ノード管理DBノード管理DB

管理センター
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地区 京都府右京区 嵐山地区（H22） 
実施主体 京都子連れ観光推進協議会 

（京都府、京都市、NPO、観光連盟、交通機関、通信会社、ICT 企業他）

事業の目的 安心して楽しく子連れ・孫連れ・親連れ観光ができる街づくりを推進 
 

地域性 都市部 対象者 ・ベビーカーを利用する赤

ちゃん連れ家族 
・外国人 

事業区域 京都市嵐山地区 

実施内容 

・Wi-Fi、GPS を活用して利用者の位置を検出し、周辺のバリアフリー情報等を提供す

ることによる、子連れ行動の支援。 
・バリア情報や離れた家族の位置情報をリアルタイムで表示。 
・歩行空間ネットワークデータを利用した経路案内。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 Wi-Fi（Push 型） 

場所情報コード 歩行空間ネットワークデータのリンク等の ID と

して使用 
歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 

嵐山地区 6.2km を整備 
施設データは仕様の項目に加え、赤ちゃん連れ用

の施設 120 箇所を取得 
携帯情報端末 スマートフォン（iPhone） 
アプリケーション 音声によるバリアフリーガイド、赤ちゃん連れ用

の施設情報提供、目的地までの経路案内、離れた

家族の位置情報提供 

子連れ観光客

GPS

WiFi

子連れで
も安心して
いけるトイ
レはどこ

に？

バリアー情報
経路案内システム
トイレや緊急時医療機関情報
子連れ観光施設情報

子連れ観光客

GPS

WiFi

子連れで
も安心して
いけるトイ
レはどこ

に？

バリアー情報
経路案内システム
トイレや緊急時医療機関情報
子連れ観光施設情報

設定されたアドレ
ス宛に通知

WiFi

GPSGPS

離れた家族の位置情報提供サービスシステム 歩行者移動支援サービスシステム

iPhone を用いてバリ

アフリー情報や授乳施

設などの情報を提供。

現在位置からの経路案

内を実現。 



 87

システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成果 

・ バリア情報を含む歩行空間ネットワークデータを利用することで、バリアの位置や

種別など細かいバリア情報を提供することができた。 
・ 音声による情報提供は、ベビーカー利用者など両手を利用している方にもハンズフ

リーで情報提供可能であり、有効な情報提供方法であることが分かった。 
現在の運用状況 

・ 平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 

事業の特長と課題 

特長  

・一般に普及しているスマートフォン

（iPhone）を使用することができる。 
・利用者は離れた場所にいる家族らの位置

情報を適切に知ることができ、安心感を

得られる。 
・バリアフリー施設などの登録ができる

web サイトを用意することで、容易に地

元の関係者によるコンテンツの登録・更

新が可能である。 
・バリアフリー情報の公開の際に、登録者

情報を公開することで、利用者が情報の

信頼性について参考とできる。 
 

課題 

・携帯電話での情報取得には利用者にパケ

ット料金が発生する。そのため、パケッ

ト通信料について利用者に注意を促す必

要がある。 

問い合わせ先： 

京都子連れ観光推進協議会(京都フラワーツーリズム合同会社)(TEL:075-634-3347) 

(http://faminavi.org/about1) 

①位置特定技術

②場所情報
コード

⑤携帯情報端末

③歩行空間ネット
ワークデータ

④施設データ

GPSやWi-Fiを利用 場所情報コードを基にバリ
アー情報｢を音声でガイド
する。
離れた家族の位置情報、
経路案内、トイレや緊急時
医療機関情報、子連れ観
光施設情報などを表示。
携帯端末は、iPhone／
iPadを利用している。

（主な機能）
バリアー情報
経路案内
トイレや緊急時医療機関情報
子連れ観光施設情報

論理的な場所を
示す場所情報
コード

嵐山エリア6.2kmを整備

位置情報を基に場所
情報コードを問合せ

受信

⑥アプリケーション・サービス

場所情報コード、歩行空間
ネットワークデータ、施設デー
タなどの情報を利用し、提供
する情報を解析

場所情報コード
DB

場所情報コードや
個人属性に応じた
サービスを問合せ

ナビゲーション
サービス等

無線LAN
（Wi-Fi）

GPSGPS
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地区 奈良県橿原市 橿原地区（H21） 
実施主体 今井町ユビキタス計画協議会 

（橿原市、観光協会、町並み保存会、ICT 企業） 
事業の目的 観光客と住民がストレスなく共存するためのユビキタス環境整備 

地域性 地方部／観光地 対象者 観光客 

事業区域 重要伝統的建造物群保存地区・今井町 

実施内容 

・今井町を訪れる観光客を対象とした、今井町のルートガイドの提供。 
・ルートガイドでは、重要文化財や店舗情報、トイレの位置情報等を提供するとともに、

地元の方が画面に登場して歴史等の説明を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 無線マーカ（Push 型） 

場所情報コード 位置特定インフラから発信する ID 番号（ucode）
として使用 

歩行空間ネットワークデ

ータ・施設データ 

使用していない 

携帯情報端末 専用端末（ユビキタス・コミュニケーター） 
アプリケーション 町並みの案内機能、地元住民による歴史情報提供

 

観光客への端末の貸し出し 

電波マーカ付近で

の情報コンテンツ

の提供 

地元住民が語る情報コンテンツ 
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システム構成 

 
 
 
 

成果 

・高齢の観光客が多い地域では、操作回数を極力少なくした push 型のサービスの提供が

有効であることが分かった。 
・地域住民の生活エリアを避けた観光ルートを設定し、観光客を誘導することは、住民の

プライバシーへの配慮や、自転車や車の安全な通行への有効であった。 
・地元住民も歩行者移動支援サービス内容を事前に把握していたので、ユビキタス・コミ

ュニケーターを持った観光客と交流を図ることができた。 
現在の運用状況 

・平成 21 年度でサービス提供を終了 
事業の特長と課題 

特長 

・コンテンツ製作は、地域住民と協力して

実施することで、地域ならではの情報提

供を行うことができる。 
・地域住民の生活エリアと観光エリアが隣

接する地域でも、観光ルートを設定する

ことで、積極的な観光案内を実施するこ

とができる。 
・利用者端末が専用端末のため、アプリケ

ーションの開発次第では多様な形態の

情報(動画、音声等)によりサービス提供

できる。 

課題 

・景観地区内での位置特定インフラの設置に

は、景観への配慮が必要になる。 
・機器の貸出しなどのサービス運営には、計

画段階から地元協議会等との連携が必要と

なる。 

問い合わせ先： 

橿原市企画調整部企画政策課(TEL:0744-22-4001) 
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地区 兵庫県神戸市 西神中央地域（H21） 
実施主体 ＫＯＢＥカード協議会 

（神戸市、学識経験者、公共交通機関各社（鉄道、バス）） 
事業の目的 ターミナル駅周辺における歩行者移動支援を目的とした場所情報コードの

活用とバス運行情報等の一元化による円滑な移動情報の提供 

地域性 地方部／生活地域 対象者 居住者／外来者 

事業区域 神戸市西神中央地区･･･三宮から電車で 30 分のニュータウン地区 

実施内容 

・西神中央駅改札駅前に設置したデジタルサイネージ、西神バスターミナルの各乗り場の

標柱に QR コードタグを設置し、近郊の 40 箇所の施設への移動案内情報を提供。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 ＱＲコード（Pull 型） 

場所情報コード バス停等に貼り付けるＱＲコードの ID 番号

(ucode)として利用 
歩行空間ネットワークデ

ータ・施設データ 

使用していない 

携帯情報端末 携帯電話 
アプリケーション 生活関連情報の提供、公共交通機関情報の提供 

移動経路に関する情報が携帯電話に表示される 

●駅のデジタルサイネージから 

●バス停の QR コードタグから 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

 
 
 
 

現在の運用状況 

・平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 

事業の特長と課題 

特長  

・現在時刻と QR コードからの位置情報を

組み合わせ、現在地から目的地までの最

適なバスの経路情報を提供できる。 
・一般に普及している携帯電話や PC を使

用することができる。 

課題 

・バスなどの公共交通情報の提供には、交通

事業者との連携を密に行う必要がある。 
・情報取得には利用者にパケット料金が発生

する。そのため、パケット通信料について

利用者に注意を促す必要がある。 

問い合わせ先： 

KOBE カード協議会(神戸市企画調整部調整課)(TEL:078-322-5039) 
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地区 兵庫県篠山市 篠山地区（H22） 
実施主体 丹波篠山ユキビタス推進協議会 

（篠山市、学識経験者、第三セクター、ICT 企業他） 
事業の目的 ユビキタス環境の整備と移動支援のためのシステム構築を行い、移動制約者

等へバリアフリー情報を提供。 
地域性 地方部 対象者 高齢者、障がい者、観光客

事業区域 篠山城下町地区 

実施内容 

・Wi-Fi を活用し、位置情報、観光情報等を提供。 
・歩行空間ネットワークデータを利用した経路案内を実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 Wi-Fi（Push 型）、GPS（Push 型）、 
QR コード（Pull 型）、 

場所情報コード 歩行空間ネットワークデータのリンク等の ID 番

号として使用 
QR コードの設置箇所のＩＤ番号（ucode）として

使用 
歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 

篠山城下地区 10km を整備 
施設データとして仕様項目以外に、休憩用ベンチ

を取得 
携帯情報端末 スマートフォン（iPhone）、携帯電話 
アプリケーション 移動経路情報、通行注意箇所、施設のバリアフリ

ー情報、観光施設・商業施設情報の提供 

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「経路」のボタンをクリックする
と徒 歩ルー トが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」のボタンをクリックする
と徒 歩ルー トが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、 歩行注意箇所が
ポップアップする

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、 歩行注意箇所が
ポップアップする

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

設置されたＷｉＦｉスポットにア
クセスすると、周辺案内が表
示

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

施設メニューや地図上のマー
カーを選んで施設を選択する
こともできる

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「地図」のアイコンをクリックす
ると、対象施設周辺の地図が
表示される

「経路」のボタンをクリックする
と徒 歩ルー トが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」のボタンをクリックする
と徒 歩ルー トが表示される
（5km以上は車のルート）

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、 歩行注意箇所が
ポップアップする

「経路」上の！マークをクリッ
クすると、 歩行注意箇所が
ポップアップする

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

「詳細ページへ」でその地点
の詳しい状況が写真とともに
表示される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

｢音声ビデオ」をクリックすると、
注意すべき箇所が音と写真で
説明される

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

その他、街中の歩行注意箇所
をきめ細かく取り上げて、地図
上に表示している

①目的施設選択 ②地図で確認 ③ルート表示 ④通行注意箇所表示

GPS や Wi-Fi、QR コード

を用い、篠山城跡周辺の

経路案内を実現 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

 ・歩行者移動支援システムを用いることで地域の回遊性向上の効果があるとの意見が得

られた。 
 ・歩行者の安全性・利便性向上の効果があるとの意見が得られた。 

現在の運用状況 

・平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 

事業の特長と課題 

特長 

・地元の関係者が容易にバリアフリー施設

などのコンテンツの登録・更新を行うこ

とで、継続的に運用ができる仕組みであ

る。 
・Wi-Fi と GPS の組み合わせで精度の良

い位置情報を取得できる。 
・一般に普及している携帯電話・スマート

フォンを使用することができる。 

課題 

・地方部では、目的地までの経路が限られる

ことから、バリアフリールートを提供でき

ない場合があり、経路情報を提供する際に

工夫が必要である。 
・歩行空間ネットワークデータの整備にあた

り、地域特性に合わせたリンク属性を追加

するなどの検討が必要である。 

問い合わせ先： 

丹波篠山ユビキタス推進協議会(篠山市政策部企画課)（TEL:079-552-5106） 

(http://www.kitemite.me/sasayama/about/index.html) 

位置特定技術
①ＧＰＳ測位
②ＷｉＦｉ測位
③ｕｃｏｄｅ－ＱＲ

場所情報コード
ｕｃｏｄｅ－ＱＲ
へ埋め込み

歩行空間ＮＷＤ
①段差、歩道幅員
②蓋なし水路
③歩行注意箇所

施設データ
①施設バリアフリー情報
②トイレ、ベンチ
③バス停（時刻表）

情報端末
①ｉＰｈｏｎｅ，ｉＰａｄ，iPod-Touch
②スマートフォン（Ａｎｄｒｏｉｄ）
③携帯電話
④ＰＣ（Windows，Ｍａｃ）

アプリケーション・サービス
①目的地へのルート案内
②経路上の歩行注意箇所
③観光施設・店舗情報
④情報交換（Twitter）
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地区 島根県津和野町 津和野地区（H22） 
実施主体 津和野町ユビキタス観光ガイド運営協議会 

（津和野町、観光協会、商工会、ICT 企業他） 
事業の目的 高齢者や車いす使用者に対して、移動障害となるバリア情報（階段、坂道等）

の提供を行う 
地域性 地方部 対象者 高齢者、障がい者 

外国人観光客 
事業区域 津和野町津和野地区 

実施内容 

・ 高齢者や車いす使用者に対して、移動障害となるバリア情報（階段、坂道等）の提

供を実施。 
・ 外国人観光客への多言語での情報提供（英、中、韓）を行い、歩行者の安全な街歩

きを支援。 
・ 歩行空間ネットワークデータを活用したバリアフリーマップにより、経路検討を支

援。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 電波マーカ（Push 型） 
赤外線マーカ（Push 型） 

場所情報コード 歩行空間ネットワークデータのリンク等の ID と

して使用 
歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 
津和野地区 15.7km を整備 

携帯情報端末 専用端末（ユビキタス・コミュニケーター） 
アプリケーション 現在位置情報、移動制約者への注意喚起・緊急情

報、施設情報(バリアフリートイレ等)、観光施設

情報の提供 

現在位置を中心にバリアフリー

マップを表示。アイコンをクリ

ックして詳細情報を表示。 

電波マーカから現在位置

を特定 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

・ ボタン操作を少なくしたPush型のサービスのため高齢者でも簡単に操作ができた。

・ 行き先のトイレや段差の箇所などを、事前に写真で状況が分かることのについて好

評な意見が得られた。 
・ バリアフリーマップの公開、観光ガイドマップへのバリア情報の掲載などで、一定

の評価を得た。 
・ 町内のバリア情報の箇所が明示され、修繕工事の必要箇所や優先度を把握すること

ができた。 
・ システムの運用で、観光イベントのきっかけ作りなどの副次効果が発生した。 

現在の運用状況 

 ・平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 

事業の特長と課題 

特長 

・専用端末を用いた音声や写真を使った多

言語での情報提供ができる。 
・専用端末を有料で観光客に貸出しを行う

ことで、継続的に運用可能な資金調達を

行うことができる。 

課題 

・電波マーカ等の設置箇所をシステムに合

わせて検討する必要があり、地元関係者

の理解と協力を十分に得る必要がある。 

問い合わせ先： 

津和野町ユビキタス観光ガイド運営協議会(津和野町商工観光課)(TEL:0856-72-0652) 

(http://www.tsuwano.ne.jp/kanko/modules/pico/index.php/content0155.html) 
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地区 高知県室戸市 室戸地区（H21） 
実施主体 室戸ジオパークモビリティサポート検討協議会 

（室戸市、観光協会、学識経験者、NPO、大学） 
事業の目的 ・歩行者への情報発信による観光資源の魅力向上 

・アクセス経路や周辺情報提供による回遊性向上 

地域性 地方部／観光地（自然公園） 対象者 観光客（主に外国人）学生 

事業区域 室戸ジオパーク 

実施内容 

・室戸ジオパークに訪れた観光客や学生を対象に自然地形に関する情報や観光情報を提供

すると共に、①景観・環境に配慮した情報提供、②ジオパーク推進活動に寄与する情報

提供、③教育目的に資する情報提供を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 ＱＲコード（Pull 型） 

場所情報コード ＱＲコードの設置箇所のＩＤ番号(ucode)として

使用 
歩行空間ネットワークデ

ータ・施設データ 

使用していない 

携帯情報端末 携帯電話 
アプリケーション 観光情報（動画を駆使）、地質学情報、多言語によ

る情報提供 

現地やガイドマップに掲載さ

れた QR コードを読み取る 
散策経路や自然地形などのコンテ

ンツが携帯電話に表示される 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

・ QR コードを利用する情報提供システムは、室戸ジオパークの来訪者（外国人観

光客を含む）に対しては、観光資源の魅力や回遊性向上に効果が上がることが確

認できた。 

現在の運用状況 

・平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 
事業の特長と課題 

特長  

・外国人向けの案内や地域資源の教育目的

への利用など、多様な目的への活用が可

能である。 
・一般に普及している携帯電話を使用する

ことができる。 
・QR コードはポスターやパンフレットに

転載可能で広報効果を期待できる。 

課題 

・景勝地の案内板などに QR コードを貼り付

ける際には、景観等への配慮が必要になる。

・情報取得には利用者にパケット料金が発生

する。そのため、パケット通信料について

利用者に注意を促す必要がある。 

問い合わせ先： 

室戸ジオパーク推進協議会事務局(TEL:0887-22-5161) 

(http://www.muroto-geo.jp/www/) 
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地区 福岡県福岡市 福岡天神地区（H21） 
実施主体 天神・大名地域ＷiＦi 化推進協議会 

（福岡県、福岡市、観光系財団法人、地域研究系財団法人、ICT 企業、 
コンサルタント他） 

事業の目的 福岡市を訪問する韓国や中国を中心とした海外の方への、モバイル端末を活

用した外国人向け歩行者移動支援サービスを実施。 

地域性 都市部／観光地 対象者 観光客･外国人 

事業区域 福岡天神地区（Wi-Fi）および、マリンメッセ、中洲、大濠公園周辺 

実施内容 

・汎用端末（iPhone）を利用し、公共交通機関を含めた、目的地までの移動経路を案内す

るサービスを実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 GPS、Wi-Fi （Push 型） 

場所情報コード 使用していない 
歩行空間ネットワークデ

ータ・施設データ 

独自に整備項目を限定した仕様で整備 

携帯情報端末 スマートフォン（iPhone） 
アプリケーション 外国語による移動支援情報、店舗情報 

Wi-Fi 設置の環境 

スマートフォンのモバ

イル端末を使った、現地

での情報取得 
移動支援情報の

提供 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

 ・外国語による交通案内は、バス停の数が多く地元住民でも迷いやすい天神地区のよう

な場所では、非常に有効であることが判明した。 
 ・GPS のみの位置特定は天気や測定環境により誤差が大きくなるが、Wi-Fi を併用する

ことで精度の高い位置特定が可能であることが分かった。 

現在の運用状況 

・平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 
事業の特長と課題 

特長  

・バス経路を含めた歩行空間ネットワーク

データを整備しているため、バス路線を

含めた経路案内ができる。 
・Wi-Fi 接続による位置特定を行っている

ため、GPS 電波の届かないところでも経

路案内ができる。 
・一般に普及している携帯電話を使用する

ことができる。 

課題 

・市街地では、GPS と WiFi を組み合わせて

も、精度が不十分な場合がある。 
・バスなどの公共交通情報の提供には、交通

事業者との連携を密に行う必要がある。 
・情報取得には利用者にパケット料金が発生

する。そのため、パケット通信料について

利用者に注意を促す必要がある。 

問い合わせ先： 

天神・大名 WiFi 化推進協議会((株)フライトシステムコンサルティング) 

(TEL:092-986-2752) 

(http://www.kyushu-wifi.net/) 
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地区 福岡県福岡市 福岡天神地区（H22） 
実施主体 天神・大名地域ＷiＦi 化推進協議会 

（福岡県、福岡市、観光系財団法人、地域研究系財団法人、ICT 企業、 
コンサルタント他） 

事業の目的 多くの交通施設と接続する天神地下通路において、屋内空間でも高精度の位

置特定を行い、情報提供することで歩行者の移動を支援。 

地域性 都市部／地下街 対象者 高齢者、障がい者 
妊産婦、ベビーカー利用者

事業区域 福岡天神地区地下街（てんちか）および周辺部 

実施内容 

・Wi-Fi を用いて位置を検出し、周辺情報を取得。歩行者空間ネットワークデータを利

用し、天神地下街の経路案内を実施。 
・移動制約者向けの安全経路（エレベータ優先等）の提供 
・天神地下街内バリアフリー施設等への案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム

概要 

位置特定技術 Wi-Fi（Push 型） 

場所情報コード 歩行空間ネットワークデータのリンク等の ID と

して使用 
歩行空間ネットワーク 

データ・施設データ 

天神地下街の 600m を整備 
施設データとして仕様項目以外にも 17 種類の施

設を取得 
携帯情報端末 スマートフォン（iPhone） 
アプリケーション バリアフリー経路の案内、店舗情報提供、地上施

設へのシームレスな経路誘導 

Wi-Fi を配置した

天神地下街で、経

路案内を実施 

天神地下街と地上の周辺施設、利用バスの時刻表との

情報連携を実現 
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システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果 

 ・障がい者へバリアフリー施設などの情報を提供することで、まち歩きを促進する効果

が確かめられた。 
 ・移動制約者の介助者の介助負担が軽減するとの意見が得られた。 
 ・移動時に街の新たな発見や情報入手ができることについて高評価の意見が得られた。

現在の運用状況 

 ・平成 23 年度も継続してサービスを提供中。 
事業の特長と課題 

特長  

・歩行経路、バス経路を位置情報ノードの

ネットワークで構築しているため、バス

路線を含めた経路案内ができる。 
・Wi-Fi 接続による位置特定を行っている

ため、GPS 電波の届かないところでも経

路案内ができる。 
・一般に普及しているスマートフォン

（iPhone）を使用することができる。 

課題 

・地下街の Wi-Fi による位置特定は、電波の

反射が影響し精度が不十分な場合がある。

・情報取得には利用者にパケット料金が発生

する。そのため、パケット通信料について

利用者に注意を促す必要がある。 

問い合わせ先： 

天神・大名 WiFi 化推進協議会((株)フライトシステムコンサルティング) 

(TEL:092-986-2752) 

(http://www.kyushu-wifi.net/) 

①位置特定技術

②場所情報コード

③歩⾏空間ネット
ワークデータ

④施設データ

⑤地上部のデータ

場所情報
コードDB
場所情報
コードDB

施設DB施設DB

歩⾏空間
ネットワークDB
歩⾏空間

ネットワークDB

場所情報
コードDB
場所情報
コードDB

地上と地下の場所情報コードを紐づけること
で、屋内外シームレスな情報提供

施設DB施設DB歩⾏空間
ネットワークDB
歩⾏空間

ネットワークDB

無線LAN
（WiFi）

汎⽤技術を利⽤
・JavaScript
GeoLocation API
・Skyhook

場所情報のつながり
や、勾配などバリア情
報の有無等を⽰す
データ

商業施設や公共施設、
多⽬的トイレ等、施設
情報のデータ

平成21年度事業で整備した、
地上部の場所情報コード・ネッ
トワークデータ・施設情報を、
本年度事業のシステムに連携

⑦アプリケーション・サービス

ナビゲーション・サービス等

場所情報コードに応じたサービスを問い合わせ

位置情報から
場所情報コードを問い合わせ

WiFiにより位置情報（緯度・経度）を受信
⑥携帯情報端末
iPhoneやアンドロイド等、汎⽤
のスマートフォンのブラウザを
使って、サービスを呼び出す

（アプリケーション例）
・⽬的地、施設情報検索
・利⽤経路探索（エレベータ・エスカ
レータ・階段）

場所情報コード、歩⾏空間ネットワークデー
タ、施設データなどの情報を利⽤し、提供す
る情報を解析



 

 

 

 ICT を活用した歩行者移動支援システムの 
水平展開に向けた事例とノウハウについて 

～ユニバーサル社会に対応した歩行者移動支援の推進～ 

平成 23 年 5 月 
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